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午後３時００分開会 

 

○教育長 それでは、ただいまから本年第２回足立区教育委

員会定例会を開会します。 

  本日の出席委員数は定足数であります。よって会議は成

立いたします。 

  それでは、これより審議に入ります。 

 

―───────◇──────── 

  初めに、会議録署名員の指名をいたします。本日の会議

録署名員に小関委員、浅井委員をご指名いたしますので、

よろしくお願いいたします。 

  それでは、日程第１を議題とします。 

  教育政策担当係長。 

○教育政策担当係長 日程第１、第５号議案「足立区育英資

金条例施行規則の一部を改正する規則の送付について」以

上。 

○教育長 第５号議案について宮本学校運営部長から、説明

をお願いいたします。 

  学校運営部長。 

○学校運営部長 資料の４ページ、第５号議案説明資料を御

覧いただきたいと思います。 

  件名、所管部課名は記載のとおりでございます。 

  本議案は、令和３年度において実施予定の新型コロナウ

イルス感染拡大による緊急対策のうち、経済的理由により、

学資金の返済が困難な方を支援する返済猶予について、償

還方法の規定を改正するというものでございます。 

  資料７ページを御覧いただきたいと思います。項番１の

返済猶予でございますが、令和２年度におきましても大学

等を卒業し社会人となって育英資金を返済している方を

対象に、最大１年間返済を猶予するという緊急対策を実施

いたしましたが、その際の返済期間は最大１５年間のまま

になっておりました。 

  その場合、例えば返済期間を１２年間で設定していた方

が、１年間返済猶予されれば、返済期間は返済猶予期間を

含め１３年間とすることが可能でしたが、初めから返済期

間を最大の１５年間で設定していた方は、１年間返済猶予

されても返済期間は１５年間のままとなるため、返済月額

が増えてしまうということになりました。 

  ただし、令和２年度において、実際にこの規定に該当し、

返済月額が増えた方はおりません。 

  令和３年度においては、（２）猶予期間に記載しました

とおり返済猶予期間は返済期間に含めないこととし、返済

期間を１５年間で設定している方についても、実質の返済

期間を１５年間として返済月額が増えないよう規則の規

定を改正するというものでございます。 

  施行年月日は公布の日からでございます。 

  説明は以上でございます。 

○教育長 ただいま説明がありましたので、これより本案の

審議に入ります。第５号議案について、ご意見、ご質問が

ありましたら、ご発言をお願いいたします。何か質疑はあ

りますか。 

  よろしいですか。ないようですので、これより第５号議

案「足立区育英資金条例施行規則の一部を改正する規則の

送付について」を採決いたします。本案は原案のとおり決

することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○教育長 挙手全員であります。よって、本案は原案のとお

り議決することにいたします。 

  次に、日程第２を議題とします。 

  教育政策担当係長。 

○教育政策担当係長 日程第２、第６号議案「『足立区長等

の給料等に関する条例の一部を改正する条例』に関する教

育委員会の意見について」以上。 

○教育長 第６号議案について、荒井教育指導部長から説明

をお願いいたします。 

  教育指導部長。 

○教育指導部長 お手元の資料９ページ、第６号議案の説明

資料のほうを御覧いただきたいと存じます。 

  足立区長等の給料等に関する条例を一部改正するに当

たりまして、足立区長から教育委員会としての意見を求め

られているところでございます。 

  条例の改正理由及び主な内容でございますけれども、公

民較差を解消するために区長、副区長、教育長及び常勤の

監査委員の期末手当を０．０５か月引き下げるというもの

でございます。 

  １０ページから１１ページにかけて新旧対照表のほう

をつけさせていただいております。 
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  ご審議のほどよろしくお願いいたします。以上です。 

○教育長 ただいま説明がありましたので、これより本案の

審議に入ります。第６号議案について、ご意見、ご質問が

ありましたら、ご発言をお願いいたします。何か質疑はあ

りますか。よろしいですか。 

  ないようですので、これより第６号議案「『足立区長等

の給料等に関する条例の一部を改正する条例』に関する教

育委員会の意見について」を採決いたします。本案は原案

のとおり異議なしとして決することに賛成の方の挙手を

求めます。 

（挙手全員） 

○教育長 挙手全員であります。よって、本案は原案のとお

り異議なしとして決することにいたします。 

  次に、日程第３を議題とします。 

  教育政策担当係長。 

○教育政策担当係長 日程第３、第７号議案「足立区教育委

員会教育長の事業及び事務従事について」以上。 

○教育長 第７号議案について、荒井教育指導部長から説明

をお願いします。 

  教育指導部長。 

○教育指導部長 １５ページのほうを御覧ください。第７号

議案説明資料でございます。教育長に対して講師依頼がご

ざいまして、これに応じるために地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第１１条第７項の規定に基づきまして、

教育委員会の許可を求めるという議案でございます。 

  従事内容につきましては、資料の項番２に記載のとおり

でございます。 

  ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○教育長 ただいま説明がありましたので、これより本案の

審議に入ります。第７号議案について、ご意見、ご質問が

ありましたら、委員のご発言をお願いいたします。何か質

疑はありますか。 

  よろしいですか。ないようですので、これより第７号議

案「足立区教育委員会教育長の事業及び事務従事につい

て」を採決いたします。本案は原案のとおり決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○教育長 挙手全員であります。よって、本案は原案のとお

り議決することにいたします。 

  それでは、日程第４「教育長報告」を議題とします。本

日の報告は、「令和３年度当初予算編成のあらましについ

て」を示させていただきます。 

  お手元に「令和３年度当初予算編成のあらまし（概要）」

というものがございます。これに沿ってご説明したいと思

います。 

  まず、足立区の今年の予算のネーミングですけれども、

「乗り越え、そして踏み出す。あだちから」で｢あだちか

ら｣というのに「あだち」「ちから」というのをかけてい

ると勝手に思い込んでいるのですけれども、多分そうだと

思うのです。今、コロナ禍で、大変な中ですすが、力を与

えて今年度も執行していきたいという思いが込められて

いるのだろうと思っています。 

  一般会計の総額ですけれども、３，１２０億円で過去最

高額ということになって４．７％増、金額にして約１４０

億円増となりました。主な増減として、区立小・中学校が

８４億円の増。小・中学校施設の保全事業や改修がマイナ

スになっていますけれども、これを差し引いても７０億円

近く増ということで、増額の半分は教育委員会が占めてお

ります。 

  その中身についてですけれども、２番の教育委員会の当

初予算編成の中にありますように、予算の総額で約７００

億円、前年度比でさっき申し上げた施設関係がありますの

でプラス９％の５８億円増です。 

  ただ、来年度から施設の建設修繕などを施設営繕部とい

うところに一本化します。したがって、関連予算２００億

円以上は施設営繕部のほうに移行するということになり

ます。以前はこういう形で営繕課は別のところにあって、

学校からお願いして建物を建てていたのですけれども、２

０年前に、教育委員会のほうに施設部門を持って来て、独

立して教育委員会の中で営繕執行していましが、いろいろ

な事件があり、効率的な執行の観点からも、今回施設営繕

部に統合することになりました。 

  というわけで、３つの部について簡単にご説明します。 

  ２番の（１）ですが、教育指導部は６億３，０００万円

余ということで前年度比でマイナスになっていますが、主

な増減要因としてＩＣＴ機器の修繕費が増加しています。

ＩＣＴ機器は、１００億程度かけてやっており、教育委員

会の事業ですが、予算上は政策経営部のほうで計上されて
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いるので、その経費というのはちょっと出て来ないのです。

出て来るのがこうした修繕費の増ということでできてい

るところです。 

  それから、体育館にはＷｉ－Ｆｉを飛ばせないので、Ｌ

ＴＥの端末と端末の通信費を教育委員会で持つというこ

とで予算計上しております。 

  それから、オリンピック・パラリンピックについては、

マイナス６，０００万円ということで、これについてはオ

リンピック・パラリンピックの開催がどうなるか分からな

いということもあって、補正予算対応にしようと考えてお

ります。 

  次のページに行っていただきまして、学力向上では数学

チャレンジ講座、中学校でやっているやつですけれども、

ＡＩドリル。いよいよ人間ではなくてコンピューターが出

題してチェックしていくというのを、一部の学校で取り入

れてやっていきます。人材の確保がなかなか難しくなって

いるという状況もあるので、これを試していきたいなとい

うことです。 

  それから、中１夏季勉強合宿もコロナの中で合宿するの

はどうなのかなということで、やるならば半分ぐらいの定

員で行うことを考えています。もしできない場合はリモー

トでやるとか、各校でやるとか、今考えているところです。

その経費ですので、縮小となります。 

  それから、先ほどお話ししたオリンピック・パラリンピ

ックについては、小学校１・２年生のレガシー事業につい

ては若干の見直しをさせていただくのと、それからオリン

ピック・パラリンピックが開催され、観戦が可能となれば

交通費を補正予算で対応するということにしています。 

  それから、③の学校の指導事務ですけれども、夢デザイ

ンシートからキャリアパスポートに切り替えることを予

定しております。これは自分がどんなものになりたいのか

な。そのためにどんな勉強をしていこうかなということが

分かるような一連の冊子をつくって、小・中、高校までつ

なげていくというものです。 

  （２）今度は学校運営部です。先ほどもお話ししたよう

に施設営繕部に予算の大部分が行くわけですけれども、そ

れ以外を先にご紹介します。 

  主要事業についてまずは育英資金事業ということで先

程、条例の施行規則の改正をしましたけれども、返済を猶

予していくとか、あるいは一時金で貸し付けをするとか、

あるいは卒業をちゃんと４年間でできたら１０万円を返

済しなくて良いという様々な対策などを打っていくとい

うことを継続していくわけです。 

  それから、④の小・中学校の給食業務の運営の中では、

新規で多子世帯の学校給食費の負担軽減ということで、第

２子は半額、第３子は全額補助するという内容です。１年

間でおよそ８，０００万から９，０００万円かかると考え

ていますけれども、多子世帯を補助する施策です。 

  それから、１つ飛んで給食費の改定を中学校で２６円、

小学校で２０円昨年やったのですけれども、うち５円は保

護者に負担していただくつもりでしたが、このコロナの関

係でそれについても今、公費で負担していますが、令和３

年度についても継続していくということで、大体４，００

０万円ぐらいかかるのですけれども、これを予算計上して

いるところです。 

  ⑤のその他の事業の中では、理科教育振興法に基づく教

材費の計上、あるいは防犯カメラの設置ということで、こ

れについては今年度末に約６００台の設置が完了します。 

  それから、地域ＢＷＡで小学校１年生は公費で負担して

登下校等通知メールを送っていますけれども、２０校分を

増する予定で、令和４年度に６９校全部完了する予定です。 

  それから、次のページに行っていただいて投資的経費で

すけれども、先ほど説明したとおり、施設営繕部のほうに

行くわけですけど、来年度は綾瀬小、江北・高野小の統合

校、北鹿浜・鹿浜西小の統合校ということで、小学校で３

つ。それから、千寿青葉中、東綾瀬中の中学校で２つ。こ

れが主な大きな改築の事業として８０億円強であります。 

  そのほか全校に関することですけれども、校舎の窓ガラ

スの強化ガラス化。それから、防火シャッターがおりてく

ると、挟まったときに出られなくなるので、それの安全装

置の取りつけ。あるいは、給食室の調理場にエアコンを入

れる。これらについては３年計画でやっていきます。それ

からトイレの改修、洋式化はオリンピックまでに完了する

予定だったのですけれども、今年度コロナの関係で１年工

事ができなかったので、令和４年度までかかる予定です。 

  さらに、全体保全工事も弘道第一小、栗島小、渕江第一

小、舎人小、北三谷小で行う予定です。以上が学校運営部

の施設関連のものとなっております。 
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  次に、（４）子ども家庭部ですけれども、３３５億円で、

前年度比マイナス１５億円ということですが、これについ

ては主な増減要因にありますけれども、私立保育園の運営

助成については、これまで待機児解消のために目いっぱい

予算をとって、どんなことにも耐えようと考えていたわけ

ですけれども、待機児がほぼゼロになってきて、予算を多

く獲得していく必要がないものですから、実績に合わせて

減をしたということと、私立幼稚園などについては、人口

減少の影響もあり、幼稚園に就園する方が減っているとい

う状況もあってマイナスとなっています。 

  主要事業の中の①コロナ対策ということで、こども支援

センターげんきでのリモート相談。あるいは保育所申込み

の電子申請、それから私立に比べて遅れていると言われて

いる公立保育園と、それから、学校教育の全体のＩＣＴ化

と同時に進めていくというものですが、特別支援教育、不

登校支援におけるＩＣＴ化。 

  それから、最後ですけれども不登校対策ということで、

教育相談事業の中では、小学校を対象に不登校児童の家庭

を訪問する事業。これは家庭教師を送るだけではなくて、

家庭の悩みなども一緒に相談を受けるということで、福祉

部から移管された事業ですけれども、これにうちなりのも

のを１個くっつけて提供していこうというアウトリーチ

型の仕組みです。 

  それから、もう１つ拡充とありますが、ＮＰＯと連携し

た学習支援の増設ということで、区内に居場所を兼ねた学

習支援事業を福祉部が４カ所やっており、うち３カ所につ

いては、昼間の空いている時間を活用させていただいて、

どうしてもお家から出て来られない子どもの居場所にし

ていますけれども、これを今年の秋には４カ所目をつくろ

うと考えていて、中央、それから東、西にあるのですけれ

ども、北になかったので北に４か所目を設立します。 

  以上が教育委員会の令和３年度の当初予算のあらまし

です。ありがとうございました。 

  次に、報告事項に入ります。各課から報告していただき

ます。質疑については一括で頂きたいと思います。 

  それでは、（１）について、吉川教育指導課長、お願い

します。 

  教育指導課長。 

○教育指導課長 資料の１６ページを御覧ください。「図書

館を使った調べる学習コンクールの全国審査結果につい

て」でございます。 

  所管部課名は記載のとおりです。 

  教育委員の皆さんからも選んでいただいた作品をはじ

め、１８４作品を全国審査のほうに出品いたしました。そ

の結果が出ました。入賞はございませんが、入選の中の優

良賞に１作品、奨励賞に４作品、佳作１７９作品が選ばれ

ました。入選の作品については記載のとおりです。 

  参考といたしまして今年度の応募状況でございます。応

募総数を御覧ください。９，１５５と、昨年に比べて３，

０００近く作品が伸びているといったところでございま

す。そういったことも踏まえまして、団体賞を足立区教育

委員会が授賞することができました。｢図書館を使った調

べる学習活動賞｣といった賞でございます。ちなみに団体

賞をもらっている図書館はあるのですけれども、教育委員

会が受けたのは足立区教育委員会のみといったところで

ございます。以上です。 

○教育長 次に、（２）から（４）について、臺学校施設課

長お願いします。 

  学校施設課長。 

○学校施設課長 委員会報告資料の１７ページを御覧くだ

さい。初めに「校舎窓ガラスの強化に向けた取り組みにつ

いて」のご報告をさせていただきます。 

  所管部課名については、記載のとおりになります。 

  小・中学校の校舎窓に強化ガラスが設置されていない学

校につきまして、令和３年度から令和５年度の３年間で強

化ガラスへの取り替えを計画してございますので、その報

告をするものでございます。 

  目的になりますが、児童・生徒の安全とともに、災害時

の避難所として活用される際の避難者の安全を確保する

ため、台風時の強風や地震時の揺れに備えた窓ガラスの強

化を図るために実施してまいりたいと考えてございます。 

  ３年間の対象校につきましては、７４校で約５万５，３

００枚を交換してまいります。そのうち令和３年度は２５

校で約２万１，３００枚を交換してまいります。 

  所要経費は記載のとおりで、令和３年度当初予算案に計

上してございます。 

  次に、１８ページを御覧ください。「防火シャッターへ

の危害防止装置の取り付けについて」になります。 
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  所管部課名は記載のとおりです。 

  校舎内に設置してございます防火シャッターのうち、古

いタイプのものについては、危害防止装置が設置されてい

ないものがあるという状況になってございます。今回目的

にも記載してありますが、他の自治体で過去に防火シャッ

ターに挟まれて児童・生徒の命が奪われるという痛ましい

事故がありました。足立区でも同様の事故が発生する可能

性があるシャッターが、６０校で５１３台存在してござい

ます。 

  今回こちらにつきましても、令和３年度から令和５年度

の３カ年で計画的に改修を行いまして、安全性を確保して

いきたいと考えてございます。令和３年度は１３校、１１

２台を予定してございまして、所要経費については記載の

とおりでございます。こちらのほうも令和３年度当初予算

案に計上しております。 

  なお、改修方法につきましては、既存のシャッターの下

部をカッターで切断しまして、安全装置をその部分にボル

トをつけて取りつけるといった方法でございます。 

  次に、１９ページを御覧ください。「区立中学校におけ

る事故に関する損害賠償について」でございます。 

  こちらのほうも所管部課名については、記載のとおりで

ございます。 

  区立青井中学校で発生した事故につきまして、示談がま

とまりましたのでご報告するものでございます。 

  事故発生日時、発生場所、被害者については記載のとお

りでございます。 

  事故の概要になりますが、部活動の際に誤ってけり出さ

れたボールが、隣接する被害者住宅の雨どいを破損したも

のでございます。特別区自治体総合賠償責任保険での対応

が可能になりまして、被害者に対して当該雨どいの修理費

用として記載の金額を支払うものでございます。 

  私からは以上になります。 

○教育長 次に、（５）から（６）について、半貫学務課長、

お願いします。 

  学務課長。 

○学務課長 資料２０ページになります。件名は「足立区育

英資金緊急対策（新型コロナウイルス感染症関連）の結果

報告について」です。 

  所管部課名は記載のとおりです。 

  令和２年度に実施いたしました返済猶予、特別貸付、免

除条件付緊急貸付につきまして、募集期間が終了しました

ので結果をご報告するものです。 

  １に記載の返済猶予ですが、対象者約４５０名に申請書

を郵送でご案内し、１２月１５日までの申請期間で実施し

てまいりました。申請者は５４名おりましたが、１名辞退

いたしまして５３名の方が返済猶予となっております。 

  ２番、特別貸付ですが、新たな貸付者が２１名でした。 

  ３番、免除条件付緊急貸付。こちらは育英資金を借りて

いる方１１３名に対しご案内をいたしました１０万円の

緊急貸し付けです。この１０万円は、規定の就学年数で卒

業しますと返済は免除するというものになります。１１３

名のうち１１０名の方が申請しております。残りの３名の

方につきましては、個別にご事情を確認しておりまして、

今の自分には必要ないですということで回答を得ており

ます。 

  ２１ページになります。免除条件付緊急貸付、１０月２

１日から拡充いたしまして、先ほど２番の特別貸付者に対

しても貸し付けできるようにいたしました。２１名の方、

皆さんが申請をされました。 

  引き続きまして２３ページ、「多子世帯に対する学校給

食費の補助について」です。 

  所管部課名は記載のとおりです。 

  多子世帯の保護者の給食費の負担軽減を図るために、令

和３年度から実施していく予定でおりまして、ただいま令

和３年度の当初予算に計上しております。 

  概要ですが、第２子を半額補助、第３子以降を全額補助

といたします。保護者が学校に支払った学校給食費につき

まして、納付状況を確認いたします。その後、区から保護

者へ年２回に分けて補助金を支給するものです。 

  対象者ですが、足立区立の小・中学校に３人以上の児

童・生徒が在籍する世帯となります。もちろん足立区内に

住所を有する世帯です。生活保護や就学援助を受給してい

ない世帯になります。前期と後期、それぞれ給食費の納付

状況を確認いたしまして、滞納がない世帯。前期につきま

しては、４月から７月分の対象給食費を８月１日時点で確

認します。また、後期につきましては、９月から３月分の

対象給食費につきまして、３月１日時点で確認をいたしま

す。 
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  対象人数ですが第２子を１，１００人、第３子以降を１，

２２０人と見込んでおりまして、合計で２，３２０人の

方々の分を補助する見込みでおります。 

  予算額につきましては記載のとおりとなります。 

  私からは以上です。 

○教育長 次に、（７）について、田中学校改築担当部長、

お願いします。 

  学校改築担当部長。 

○学校改築担当部長 資料２４ページを御覧ください。「足

立区学校施設の個別計画の策定について」ということでご

ざいます。今般、小・中学校の今後の改築や改修等の方針

を個別計画として策定させていただきましたので、ご報告

をするものでございます。 

  策定の目的につきましては、施設の改築・改修コストの

平準化。それから、縮減方法を検討いたしまして、その実

施計画を策定するというものでございます。 

  計画期間につきましては、文部科学省からおおむね１０

年以上としなさいということで示されてございますので、

今回令和３年度から令和１０年度まで８年間でございま

すが、実施計画期間といたしまして、具体的なコストです

とか、対象校について計画をお示しさせていただくもので

ございます。 

  ４番の基本的な考え方でございますが、目標使用年数と

しましては原則として８２年とします。ただし、基準に満

たない学校につきましては、６５年とさせていただくもの

でございます。 

  また、大規模改修の周期でございますが、おおむね２０

年周期ということを目安に、予防保全的な大規模改修を実

施していきたいと考えているところでございます。 

  ５番の実施計画につきましては、改築でございますが、

今後８年間新たに着手する学校は８校でございます。 

  ２５ページに参りまして大規模改修につきましては、今

後８年間で２７の学校に着手したいと予定してございま

す。 

  ６番の費用でございますけれども、想定の費用といたし

まして、改築につきましては、小学校が４０億円、中学校

が６０億円。それから、大規模改修につきましては、小・

中学校ともに９億円ということで予定しているところで

ございます。 

  その合計として、７番「今後の改築・改修コスト」でご

ざいますが、８年間で総額６１２億円ほどになってしまう

という結果が出てございます。これは過去５年間の実績と

比較いたしますと、大体５分の４程度ということでござい

ますが、８年を過ぎた後も計画的に改築・改修等を行って

いかなければなりませんので、その財源の確保等が非常に

大きな課題になってくるという状況でございます。 

  併せまして別添の資料の１ということで個別計画を添

付させていただいてございますので、ご確認をよろしくお

願いいたします。 

  以上でございます。 

○教育長 次に、（８）から（１０）について、島田子ども

施設運営課長、お願いします。 

  子ども施設運営課長。 

○子ども施設運営課長 ２６ページを御覧ください。「足立

区子ども施設指定管理者の評価結果について」でございま

す。 

  所管部課名は記載のとおりでございます。 

  子ども施設指定管理者１７施設の令和元年度の業務に

ついて、足立区子ども施設指定管理者評価委員会による評

価を行ったので報告させていただきます。 

  なお、評価方法につきましては、課題があると考えてお

りまして検討を行いましたが、根本的な見直しには時間を

要するため、次年度の評価時までには評価項目の内容を精

査し、見直しを行っていくとさせていただきたいと考えて

おります。 

  １「開催日時」、２「開催方法」、３「主な業務内容」、

４番「評価対象期間」、５番「評価方法」については記載

のとおりでございます。 

  ２７ページの６番でございますが、「施設名称及び評価

結果等」は記載のとおりでございます。上段、評価の高い

ところから⑯、⑰の評価の低いところまで、Ａプラスから

Ｂプラスまでの評価となりました。 

  続いて、２８ページのほうも御覧いただきますと評価委

員の構成が記載のとおりでございまして、８番に「委員会

での主な意見と対応等」とございます。（１）で新田地区

の３園を視察したが、現地を確認すると園の状況がよく分

かるということで、今後も各園の現地確認を行うべきとい

うご意見がございましたので、現地確認を実施できるよう
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にさせていただきたいなと思います。 

  また、（２）では「適切な財務管理・財産管理が行われ

ている」という項目の評価の中で、財務諸表が未提出なた

めに評価が低くなっている園について、公認会計士協会と

して経営診断などの協力ができる可能性があるというご

意見も頂きましたので、必要に応じて協力を依頼していき

たいと考えております。 

  「今後の方針」のところで、（１）でございますけれど

も、指定管理者制度の評価については、今般新田三丁目な

かよし保育園が公設民営から直営化に変わったというこ

ともございまして、区全体の見直しが入っている状況でご

ざいます。 

  （３）のところでございますが、今回の評価に当たって、

提出を義務づけている書類が未提出となっている２園に

ついては、協定書の条項への違反となりますので、一定期

間を経て提出されない場合は、指定管理の取消しというこ

とも含めて厳しく指導していきたいと考えてございます。 

  なお、足立区子ども施設指定管理者評価委員会の評価結

果を別添資料として、つけてございます。 

  続きまして、２９ページでございますが、「新田三丁目

なかよし保育園の運営状況について」でございます。 

  令和２年１２月１日から直営化を行った足立区立新田

三丁目なかよし保育園の運営状況についての報告でござ

います。 

  まず１つ目でございますけれども、緊急対応で職員を配

置しました。本庁や近隣園からの職員を派遣して、補塡し

て何とか運営をしている状況でございます。 

  また、直営後の園児の保育状況を伝えるため、下記日程

でクラス別に保護者会を開いて、園長とクラス担任が保護

者の思いを共有させていただいた状況でございます。 

  ２つ目でございます。心理士の派遣ということで、保護

者のほうからご意見がございまして、園児や保護者の精神

的なフォローについての要望がございました。こども支援

センターげんきからも心理士を派遣し、観察をしました。

おおむね変化、大きな課題がないということで報告を受け

てございます。別紙のほうに記載してございます。 

  ３番目でございますが、令和３年４月の利用見込みとい

うことで、１月２１日現在でございますが、３０人のお子

さんを預かっており、４月１日の時点で２１人になると予

測を立ててございます。今後とも保護者との連携を図りな

がら要望を十分に受け止めるという方向で考えていきた

いと思っております。 

  続いて、３３ページを御覧いただきたいと思います。「新

田地区公立保育園の再編について」でございます。現在、

新田地区には区立保育園が直営で２園、公設民営で２園の

４園ございます。新田三丁目なかよし保育園については、

令和２年８月時点での保育需要予測から、この地区の他園

での需要充足が可能と確認できておりますので、令和５年

３月での閉園を決定してございます。 

  他の３園についても、将来的な老朽化による施設更新や

プレハブ園舎であることによる閉園を控えており、計画的

な再編が必要となっているという課題がございます。 

  表のように令和４年度末ですが、ここで新田３丁目なか

よしのほうは閉園いたしますが、その他の２園、公設民営

のほう、新田さくら、新田おひさまについては、指定管理

期間が一旦切れますので、再指定ということになってまい

ります。 

  また一方で、新田わかば保育園は直営でございますが、

今後、新田地区の中で更新を考えておりまして、適切な土

地が出ればそこに移転を考えたいということでございま

す。 

  個々に各園の状況を記載してございます。 

  最終的には３４ページの地図を見ていただきますと、環

七を隔てて一丁目の新田さくら保育園、これが都営住宅の

下にございますが、今、改築されておりますので、ここに

創出用地が出れば、そこに完全民営化した園を建てるとい

う考えです。 

  また、環七の東側でございますが、黒く塗ってある新田

わかば保育園は区の直営として残し、新田おひさま保育園

と新田三丁目なかよし保育園については、閉園の方向で考

えているところでございます。 

  以上でございます。 

○教育長 次に、（１１）について、門藤支援管理課長、お

願いします。 

  支援管理課長。 

○支援管理課長 ３５ページを御覧ください。「ペアレン

ト・メンター事業委託事業者選定委員会の審査結果につい

て」の報告でございます。 
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  １番、業務はペアレント・メンター事業の委託でござい

ます。 

  ３番、令和３年１月２５日にプレゼンテーションを含む

選定委員会を開催いたしました。 

  ６番、その審査の結果、一般社団法人ねっとワーキング

という業者、１，３６７点。第２位順位事業者、１，０７

２点。この得点の詳細につきましては、３７ページを御覧

いただければと思います。 

  戻ります。３５ページ、最終提案書特定事業者として一

般社団法人ねっとワーキングに決定をいたしました。 

  今後の流れですが、３月までに契約を締結、４月事業開

始という予定でございます。 

  私からは以上です。 

○教育長 次に、（１２）から（１３）について、楠山教育

相談課長、お願いします。 

  教育相談課長。 

○教育相談課長 ３８ページを御覧ください。「令和３年度

のチャレンジ学級の運営方法について」のご報告です。 

  所管部課名は記載のとおりです。 

  まず、１点目です。小学生専用教室を設置いたします。

足立区の小学生の不登校の増加率が中学生を上回ってい

る状況です。また、全国的にも小学生の不登校が増えてい

ることから、現状小学生と中学生を１つの教室にまとめて

授業を行っておるのですが、小学生専用の教室を設置させ

ていただきたいと考えております。 

  ２つ目、中学生の制服については、現在在籍校の校則に

準じて制服で通級を指導しておりますが、令和３年度から

制服の都合でどうしても通級できないという不登校児

童・生徒がおりまして、制服以外の私服の通級を認めて、

自由に登校していいよという形をとりたいと考えており

ます。一定の基準を設けながら、「あすテップ」は制服着

用を義務づけておりますので、その違いを見ていきたいと

考えております。 

  次に、３９ページをお開きください。「不登校支援のた

めの家庭学習支援事業委託事業者選定委員会の審査結果

について」のご報告です。 

  令和３年度から始めます不登校児童のための家庭学習

支援事業の事業者が決定いたしました。この事業は業務概

要にありますとおり、外出困難な子どもたちに、その家庭

に行って学習支援をする。またはＩＣＴを使った学習指導

をするという内容でございます。 

  ６番を御覧いただきたいと思います。決定事業者は株式

会社キズキという事業者でございまして、４２７点で第２

事業者を上回ったところでございます。 

  詳細は４１ページのほうを御覧いただければと思いま

すが、４０ページの１０番のところです。選定特定事業者

の主な特長として、委員の意見も入っておりますが、学習

支援だけではなくて家庭支援も含めた提案であった。特に

対面での支援を重視していた業者になります。また、学校

との連携もしくは講師の人材確保の面で不登校支援に特

化した基準を定めていたという有利な点があったと考え

ております。 

  今後のスケジュールにつきましては記載のとおりです

が、来年度６月２日の事業開始に向けて準備を進めていき

たいと考えております。 

  私からは以上です。 

○教育長 それでは、（１４）について、土田生涯学習振興

公社事務局長、お願いします。 

  生涯学習振興公社事務局長。 

○生涯学習振興公社事務局長 令和３年度の生涯学習振興

公社事業概要と収支予算について報告をさせていただき

ます。１ページのほうをお願いいたします。 

  １番の概要説明でございますけれども、令和３年度の職

員数は、常勤２６名を含む合計４２名でございまして、昨

年度と同人数でございます。 

  組織機構とそれから令和３年度の経営方針と重点事項

につきましては記載のとおりでございます。 

  ２ページのほうを見ていただきたいと思います。令和３

年度の主な事業の詳細内容でございます。そのうちの新規

事業と新規プログラム各種事業について説明をさせてい

ただきます。 

  まず１番目のあだち放課後子ども教室に関する事業で

ございます。（２）の③でございますが、新規プログラム

として生物園と連携した自然体験プログラムを予定して

おります。 

  それから、（３）新規事業、あだち放課後子ども教室ス

タッフ募集ＰＲ動画の作成、配信を計画しております。 

  それから、２番目の文化に関する事業でございます。こ
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ちらにつきましても（７）新規事業、コンサートｉｎミュ

ージアムＰＲ動画の作成、配信でございます。 

  それから、（９）、こちらは拡充でございまして、まち

かどミュージック。これは２回から４回に拡充でございま

す。 

  最後に、３番目の生涯学習・スポーツに関する事業、こ

ちら（７）の②でございますが新規事業。読み語りキャラ

バン隊によるおはなし会の動画の作成、配信を考えており

ます。 

  続きまして、３ページのほうをお願いいたします。収支

予算でございます。（１）の経常収益ということで、公社

のほうの収入でございます。こちらにつきましては、放課

後子ども教室へのスタッフ謝礼単価改定に伴い３０円ア

ップしたことにより１６番、経常収益計は前年度比４２８

万円余の増、５億８，５１１万円余となっております。 

  ４ページのほうをお願いいたします。経常費用の公益目

的事業会計分でございますけれども、一番下の３６番、事

業費経常費用計は前年度比２５３万円余の増、５億４，２

１９万円余となっております。 

  続きまして、６ページのほうをお願いしたいと思います。

経常費用の法人会計分でございます。こちらの７６番、管

理費の経常費用計ですが、前年度比１４万円余の増の５，

１５０万円余でございます。 

  一番下の８２番、経常費用計は、前年度比２６８万円余

の増、５億９，３７０万円余でございます。 

  最後に７ページでございます。８８番の当期一般正味財

産増減額、先ほどの経常収益から経常費用を差し引いたも

のでございます。マイナス８５８万円余でございます。 

  ９０番、一般正味財産期末残高は、２億４，７７１万円

余。９３番の指定正味財産期末残高は１５億円ということ

で変更ございませんので、最後の９４番、正味財産期末残

高は１７億４，７７１万円余でございます。 

  以上でございます。 

○教育長 ただいま各所管から都合１４件の報告事項があ

りました。これらの件につきまして委員からご質問、ご意

見がありましたらご発言をお願いいたします。何か質疑は

ありますか。 

  浅井委員。 

○浅井委員 区施設の個別計画で別冊の３０、３１ページで

は、改築とか改修の学校が一覧になっているのですけれど

も、興本小学校や花畑北中学校みたいに古い学校から改

築・改修をしていくと納得できるのですけれども、興本と

か花畑北は改修も後ろの位置付けとなっており、ほかの学

校が優先されているのはどういう理由なのか、もう少し具

体的に教えてほしいと思います。 

○教育長 学校改築担当部長。 

○学校改築担当部長 興本小学校は確かに古い学校でござ

いますが、建物の健全度という数字ではかった場合、優先

度が少し真ん中のほうになってきます。それから基本的に

は８２年、あるいは６５年という耐用年数を目指していく

ところがございますので、総合的に勘案いたしまして、興

本小学校は、令和７年度ぐらいから４年間ほどかけまして、

まずは大規模改修をやらせていただきたいということで

位置づけさせていただいているところでございます。 

  今後につきましては、興本小学校と扇中学校との施設一

体化の計画等もございますけれども、現在東京都のほうと

一体化するための土地について、購入をさせていただきた

いということで今、協議を進めているところでございます。

その辺の進捗状況を踏まえまして、この計画も４年後ぐら

いにまた見直しを行っていきたいと考えてございますの

で、現時点についてはこのような位置づけにさせていただ

いております。 

○教育長 浅井委員。 

○浅井委員 健全度というのがよく分からないのでもっと

具体的にどういう基準なのか、もう少し詳細に教えていた

だきたいと思います。 

○教育長 学校改築担当部長。 

○学校改築担当部長 個別に各学校を調査させていただき

まして、例えば外壁や屋上の防水の傷み具合。それから、

施設内部に入りまして設備の老朽の度合いですとかその

辺を勘案、考慮いたしまして点数化する。文部科学省から

示されている式があるのですけれども、そこに当てはめま

すと、興本小学校については６３点という健全度になった

ということでございます。 

  当然これが低ければ低いほど傷んでおり、手当てをして

長もちさせるために大規模改修等をやらなければいけな

いということになりますので、健全度の低いものを優先し

て改修をしていきたいという状況でございます。 
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○教育長 河本委員。 

○河本委員 先ほどの興本小学校というのは、興本扇学園の

一体化の件なのですけれども、東京都のほうと小学校の前

の土地について協議をしているということでしたが、やは

り近隣の住民なり、学校に通う児童・生徒や保護者たちに

丁寧に説明していく必要があると思いますし、この年度に

改修を予定していますという説明だけだと納得いかない

と思うのです。 

  もちろんほかの学校についても、今、説明にあったよう

にどのように順位付けをしたのか、詳しく各校への説明が

必要だと思いますので、その辺はきちんとお願いしたいと

思いますし、興本扇学園の施設一体化について、東京都と

の調整がついた時点で、またこの計画が変わっていくとい

うことでよろしいのでしょうか。 

○教育長 学校改築担当部長。 

○学校改築担当部長 初めに各学校へ詳しく説明すべきと

いうことでしたが、少なくとも興本小学校につきましては、

一体化の件もありますので、その辺今回この計画の内容に

つきましては、丁寧にご説明できる場を少し学校のほうと

も相談をさせていただきまして、対応させていただけたら

なと思ってございます。 

  それから、東京都と今現在調整を行っておりますけれど

も、それが取得できましたならば、敷地を一体化するため

に、中に入っている都道の付け替えですとかいろいろな課

題等もございますので、若干時間がかかりますが、その辺

を含めまして、いつの段階で着手できるのかということに

ついて、教育委員会として検討してまいりたいと考えてご

ざいます。 

  ですので、計画については下のところにも書いてござい

ますけど、スケジュールが変更になるということはござい

ますので、そのような認識でいていただけたらなと思って

ございます。 

○教育長 河本委員。 

○河本委員 子ども施設指定管理者評価の件なのですけれ

ども、別冊資料から細かく各園の評価を見させていただい

た中で、ほとんどの園が自己評価、指定管理者の評価より

も担当課のつける評価が若干低く、またそれよりも若干高

く評価委員が評価しているというケースが若干の前後は

あってもほとんどです。 

  ただ、最後の新田さくら保育園については、担当課より

も低く評価委員会が評価をしている項目がとても多いの

ですが、これは担当課と評価委員の評価にずれがどうして

出ているのか、説明していただきたいと思います。 

○教育長 子ども施設運営課長。 

○子ども施設運営課長 新田さくら保育園の評価について、

やはり評価者の方の視点が厳しかった。担当課が甘いとい

うことではないのですが、担当課がつけている点数よりも

さらに厳しく評価されているということでございました。 

  ３５項目のうち１７項目でほとんど厳しい評価となっ

ていて、新田さくらについてはそういった評価委員の評価

であったということでございます。 

○教育長 河本委員。 

○河本委員 もちろんそれは見てとれるのです。担当課より

も評価委員さんが厳しく評価したというのは見てとれる

のですが、ほかの園と比べてどうして、担当課と評価委員

の認識の差が出ているのかというところです。 

○教育長 子ども施設運営課長。 

○子ども施設運営課長 担当課の評価は、例えば規定のもの

があれば３点とか、そういった規定上の評価になります。 

  ところが、評価委員の評価は、それも踏まえて内容を精

査した評価委員の視点で評価されておりますので、そうい

ったところで担当課のものと評価委員個々の視点との差

が出てきているものだと考えております。 

○教育長 河本委員。 

○河本委員 若干よく分からないのですけれども、ただ実際

にこの下に評価委員さんが書いてある注意すべき点、改善

を求める点など確かに厳しい意見がたくさん上がってい

ますし、財務関係の書類の提出がないということで、今後

もさらに提出を求めていく。また、そうでない場合はとい

う記述もあるので、あまり評価の高くないところには、き

ちんとした対応を今後も引き続きお願いしたいと思いま

す。 

  以上です。 

○教育長 ありがとうございます。ほかはいかがですか。 

  小関委員。 

○小関委員 多子世帯の学校給食費の補助についてという

ところなのですが、とてもいい取組で、令和３年度からの

新規事業で８，８７４万円予算計上されています。学校現
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場でも給食費の未払いが問題になっていて、校長が毎月点

検したりしています。前期は８月１日時点、後期は３月１

日時点で未納があった場合にはお支払いはしませんとな

っていますが、例えば４月分が払えていない、５月分が払

えていなくても８月１日の段階で全部入れてくれるとい

うことがあれば補助対象とすることができるのでしょう

か。 

○教育長 学務課長。 

○学務課長 基準日にお示ししております前期であれば８

月１日、この時点で４月から７月分の給食費が納まってい

れば補助をすると考えております。 

  ですので今、委員からお話があったように４月分が未納

で、６月に納めたとしても、８月１日の基準日時点ではも

う既に納まっておりますので、そこは補助対象にすると考

えています。 

〇教育長 小関委員。 

○小関委員 第２子、第３子は１，１００人もいるのですね。

結構人数が多いので、学校で、事務処理をするのが、栄養

士さんなのか、事務職員さんなのか。プラスアルファのお

仕事になったりするので、学校への周知や保護者にもホー

ムページやチラシでお知らせしますとなっていますけれ

ども、ぜひしっかり周知していただければなと思っていま

す。 

○教育長 学務課長。 

○学務課長 多子世帯に関する事務等につきましては、３月

の校長会でもご説明をさせていただき、３月に事務職員会

があると聞いておりますので、その中でもご説明する。ま

た、年度が明けまして早い時期にやはりまた再度校長会、

それから事務職員の方々にもご説明をする予定で、学校に

極力負担がない形で進めていきたいと思っております。 

○教育長 私は払った後に補助する方法は本来困っている

方に補助する方法ではないと思っているので、できれば最

初から補助ができる仕組みがつくれないのか考えたので

すけれども、今のシステムではちょっと難しいということ

で、これは検討させていただくということになっています

がよろしかったでしょうか。 

  学務課長。 

○学務課長 はい。 

○教育長 ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。ない

ようでしたら報告事項を終了させていただきます。 

  その他、何かございますか。よろしいですか。 

  ないようですので、以上をもちまして、本年第２回足立

区教育委員会定例会を閉会します。お疲れさまでした。 

 

午後 ４ 時 ００ 分閉会 



令 和 ３ 年 第 ２ 回 

足 立 区 教 育 委 員 会 定 例 会 

 

日  時  令和３年２月１２日 金曜日 午後３時００分開議 

会  場    教育委員会室 

 

１ 議 事 日 程 頁 

日程第１  第５号議案 
足立区育英資金条例施行規則の一部を改正する規則の送付に

ついて……………………………………………………………… 
３ 

日程第２  第６号議案 
「足立区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例」

に関する教育委員会の意見について…………………………… 
８ 

日程第３  第７号議案 足立区教育委員会教育長の事業及び事務従事について……… １４ 

日程第４   教育長報告  

 

２ 報 告 事 項   
（１） 図書館を使った調べる学習コンクールの全国審査結果について 

《吉川 教育指導課長》 

 

１６ 

（２） 校舎窓ガラスの強化に向けた取り組みについて 

《臺 学校施設課長》 １７ 

（３） 防火シャッターへの危害防止装置の取り付けについて 

《臺 学校施設課長》 １８ 

（４） 区立中学校における事故に関する損害賠償について 

《臺 学校施設課長》 １９ 

（５） 足立区育英資金緊急対策（新型コロナウイルス感染症関連）の結果報告について 

《半貫 学務課長》 ２０ 

（６） 多子世帯に対する学校給食費の補助について 

《半貫 学務課長》 ２３ 

（７） 足立区学校施設の個別計画の策定について 

《田中 学校改築担当部長》 ２４ 

（８） 足立区子ども施設指定管理者の評価結果について 

《島田 子ども施設運営課長》 ２６ 

（９） 新田三丁目なかよし保育園の運営状況について 

《島田 子ども施設運営課長》 ２９ 

（10） 新田地区公立保育園の再編について 

《島田 子ども施設運営課長》 ３３ 

（11） ペアレント・メンター事業委託事業者選定委員会の審査結果について 

《門藤 支援管理課長》 ３５ 

（12） 令和３年度のチャレンジ学級の運営方法について 

《楠山 教育相談課長》 ３８ 

（13） 不登校児童のための家庭学習支援事業委託事業者選定委員会の審査結果について 

《楠山 教育相談課長》 ３９ 

（14） 令和３年度公益財団法人足立区生涯学習振興公社の事業計画及び収支予算について 

《土田 生涯学習振興公社事務局長》 別冊 

 

 



３ 情 報 連 絡 事 項 

（１）区立園における「園運営に関するアンケート」結果について [就学前教育推進課] ４２ 

（２）令和３年度足立区育英資金緊急対策（新型コロナウイルス感染症関連）の実施について   

[学務課] ４４ 

（３）学校給食費保護者負担軽減対策の継続について            [学務課] ４６ 

（４）私立認可保育所に対する指導検査の実施結果について  [子ども施設指導・支援担当課] ４７ 

（５）家庭的保育事業の認可手続き及び利用定員の確認について  [子ども施設入園課] ４９ 

（６）「クイズｄｅチャレンジ！百人一首」の実施について        [青少年課] ５０ 

（７）「光る一手！三手詰の詰将棋を作ってみよう！」の実施について   [青少年課] ５３ 

（８）事業実施報告・実施予定                     [青少年課] ５４ 

（９）「令和２年度保育再就職セミナー／足立区保育のお仕事就職面接・相談会」の実施 

結果について                      [子ども施設整備課] ５５ 

（10）公益財団法人足立区生涯学習振興公社第二次中期事業計画について [生涯学習振興公社] ５６ 

（11）行事実施結果・実施予定                 [生涯学習振興公社] ５７ 
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第５号議案  

   足立区育英資金条例施行規則の一部を改正する規則の送付につ

いて  

 上記の議案を提出する。  

  令和３年２月１２日  

      提出者   足立区教育委員会教育長  定  野   司  

 

   足立区育英資金条例施行規則の一部を改正する規則  

 足立区育英資金条例施行規則（昭和３１年足立区規則第２号）の一部

を次のように改正する。  

 第１２条第１項後段を削る。  

   付 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

 （提案理由）  

 新型コロナウイルス感染症関連の育英資金緊急対策として、返済猶予

を行うにあたり、返済規定の緩和に伴い、足立区育英資金条例施行規則

の一部を改正する必要があるので、この規則案を提出いたします。  
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第 ５ 号 議 案 説 明 資 料  

令和３年２月１２日 

件    名 足立区育英資金条例施行規則の一部を改正する規則の送付について 

所管部課名 学校運営部学務課 

内 容 

１ 改正理由 

  新型コロナウイルス感染症の影響による経済的理由により、育英資金の 

返済が困難な方に対し、緊急支援対策として、返済猶予を継続して行う。 

ついては、返済再開時に返済月額が増額しないようにするため、足立区 

育英資金条例施行規則の一部を改正する。 

 

２ 主な改正内容（Ｐ５～６、新旧対照表を参照） 

償還方法の変更又は減免の第１２条第１項後段を削る。  

    

３ 施行年月日 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

４ 制度の概要（参考） 

  Ｐ７のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の方針 
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足立区育英資金条例施行規則の一部を改正する規則 新旧対照表（案） 
 

 改  正  前 改  正  後 

足立区育英資金条例施行規則 

（償還方法の変更又は減免） 

第１２条 次の各号のいずれかに該当するときは、条例第１０条の規定

により、奨学生であつた者につき償還方法の変更を承認することがで

きる。この場合における変更は、条例第８条第１項に規定する償還期

間の範囲内において行うものとする。 

（１） 災害（偶発事故を含む。）により損害をこうむつたため償還

が困難と認められるとき。 

（２） 傷病又は心身障がいにより償還が困難と認められるとき。 

（３） 経済上の事由により償還が困難と認められるとき。 

（４） 大学又は大学院入学、外国留学その他やむを得ない理由があ

るとき。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、条例第１０条の規定によ

り、奨学生であつた者につき償還金の減免を受けることができる。 

（１） 本人が死亡し、かつ、連帯保証人が経済上の事由等で償還が

困難なとき。 

足立区育英資金条例施行規則 

（償還方法の変更又は減免） 

第１２条 次の各号のいずれかに該当するときは、条例第１０条の規定

により、奨学生であつた者につき償還方法の変更を承認することがで

きる。 

（１） 災害（偶発事故を含む。）により損害をこうむつたため償還

が困難と認められるとき。 

（２） 傷病又は心身障がいにより償還が困難と認められるとき。 

（３） 経済上の事由により償還が困難と認められるとき。 

（４） 大学又は大学院入学、外国留学その他やむを得ない理由があ

るとき。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、条例第１０条の規定によ

り、奨学生であつた者につき償還金の減免を受けることができる。 

（１） 本人が死亡し、かつ、連帯保証人が経済上の事由等で償還が

困難なとき。 

（２） 前項第１号から第３号までに該当し、引き続き５年以上償還
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 改  正  前 改  正  後 

（２） 前項第１号から第３号までに該当し、引き続き５年以上償還

を猶予し、かつ、償還開始から１５年以上経過しても、なお償還が

できないとき。 

（３） 前２号のほか特に必要があるとき。 

３ 前２項の適用を受けようとする者は、区長に申請しなければならな

い。この場合において、条例第６条の連帯保証人がいるときにあつて

は、連帯保証人と連署して行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

を猶予し、かつ、償還開始から１５年以上経過しても、なお償還が

できないとき。 

（３） 前２号のほか特に必要があるとき。 

３ 前２項の適用を受けようとする者は、区長に申請しなければならな

い。この場合において、条例第６条の連帯保証人がいるときにあつて

は、連帯保証人と連署して行うものとする。 

 

   付 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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令和３年度 足立区育英資金緊急対策（新型コロナウイルス感染症関連）実施概要 

 

令和２年度に実施した緊急対策を令和３年度においても以下のとおり実施する。 

 

１ 返済猶予 

（１）対 象 者 約４００名のうち返済猶予を希望する者 

        【対象者内訳】    

ア 令和３年４月から返済開始となる者（※ 増減あり）    １８名 

        イ 令和３年５月末まで返済猶予を利用している者       ５４名 

        ウ 上記ア、イ以外で令和３年４月以降も育英資金返済中の者 ３２８名 

（２）猶予期間 毎月１５日（閉庁日の場合は直近の開庁日）までの受付分について、当月分 

から令和４年３月３１日までを返済猶予。 

※  継続猶予をする者：最大１年１０か月間猶予（令和２年６月分～令和４年３月分）  

        ※  猶予期間は、返済期間１５年に含めない。 

（３）返済再開 令和４年４月分から自動的に返済再開  ※  猶予前と返済月額の変動はない。 

（４）申請期間 令和３年４月１日～令和３年１２月１５日 

（５）申請方法 学務課から対象者に申出書を郵送後、当該申出書を学務課へ郵送にて提出 

 

２ 特別貸付                           

（１）対 象 者 大学・短大・専門学校の在校生５０名 

（２）対象期間 令和３年４月分～令和４年３月分の修学金 

    ※  令和４年度以降も貸付を希望した場合は、一般の育英資金の条件を

満たしていれば貸付を継続 

（３）貸付金額 私立大学等５４万円、国公立大学等４２万円 

（４）申請期間 令和３年４月１日～令和３年１２月１５日（５０名先着順）       

（５）申請方法 郵送または窓口にて申請書・在学証明書・連帯保証人２名の納税証明書を提出 

 

３ 免除条件付緊急貸付                           

（１）対 象 者 約１３０名 

【対象者内訳】令和３年度新規貸付者８０名＋特別貸付者５０名 

（２）貸付金額 １０万円を追加貸付 

（３）返済免除 大学等を正規の修業年限で卒業すれば、１０万円の追加貸付分を返済免除 

（４）申請期間 令和３年４月１日～令和３年１２月１５日 

（５）申請方法 学務課から対象者に申請書を郵送後、当該申請書を学務課へ郵送又は窓 

口に提出  
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第６号議案  

   「足立区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例」に関

する教育委員会の意見について  

 上記の議案を提出する。  

  令和３年２月１２日  

      提出者   足立区教育委員会教育長  定  野   司  

 

   「足立区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例」に関

する教育委員会の意見について  

 「足立区長等の給料等に関する条例」の一部改正にあたり、足立区長

より教育委員会の意見を求められたので、これに異議はないものとする。  

 

 （提案理由）  

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定により、足

立区長より意見を求められたので、この案を提出いたします。  
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第 ６ 号 議 案 説 明 資 料  
令和３年２月１２日 

件   名 
「足立区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例」に関する教育委

員会の意見について 

所管部課名 教育指導部教育政策課 

内   容 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定により、条例の一

部改正にあたり足立区長より意見を求められた。改正理由を踏まえ、教育委員

会として、これに異議はないものとする。 

１ 条例名 

  足立区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 

２ 改正理由 

公民較差解消のため、期末手当支給月数を引き下げる。 

３ 条例の主な内容（※ 条例全文はＰ１２を参照） 

区長、副区長、教育委員会教育長及び常勤の監査委員の期末手当支給月数 

を、次のとおり引き下げる。 

支給月数の引き下げ  ３．１９月 → ３．１４月（－０．０５月） 

（１）令和２年度 

３月に支給する期末手当  ０．２５月 → ０．２０月 

（２）令和３年度以降 

３月に支給する期末手当  ０．２０月 → ０．２５月 

６月に支給する期末手当  １．４７月 → １．４４５月 

１２月に支給する期末手当 １．４７月 → １．４４５月 

＜参考＞ 

 ３月 ６月 １２月 

現行 ０．２５月 １．４７月 １．４７月 

令和２年度 ０．２０月 １．４７月 １．４７月 

令和３年度以降 ０．２５月 １．４４５月 １．４４５月 

４ 施行年月日 

（１）令和２年度に支給する期末手当の改定…公布の日より施行する 

（２）令和３年度以降に支給する期末手当の改定…令和３年４月１日 

５ 新旧対照表 

Ｐ１０～１１を参照 

今後の方針  
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足立区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表（案） 

 

改 正 前 第１条による改正後 

（その他の給与） （その他の給与） 

第４条１～２（省略） 第４条 （省略） 

３ 第１項の期末手当の額は、次の各号に掲げる額の合計額に、３月に支

給する場合においては100分の25、６月及び12月に支給する場合において

は100分の147を乗じて得た額に、給与条例の適用を受ける職員の例によ

る支給割合を乗じて得た額とする。 

３ 第１項の期末手当の額は、次の各号に掲げる額の合計額に、３月に支

給する場合においては100分の20、６月及び12月に支給する場合において

は100分の147を乗じて得た額に、給与条例の適用を受ける職員の例によ

る支給割合を乗じて得た額とする。 

(１) 基準日（給与条例第29条第１項に規定する基準日をいう。）におけ

る給料月額に地域手当の月額を加えた額 

(１) 基準日（給与条例第29条第１項に規定する基準日をいう。）におけ

る給料月額に地域手当の月額を加えた額 

(２) 前号の額に100分の20を乗じて得た額 (２) 前号の額に100分の20を乗じて得た額 

(３) 給料月額に100分の25を乗じて得た額 (３) 給料月額に100分の25を乗じて得た額 

４～５ （省略） ４～５ （省略） 
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改正前（第１条による改正後） 第２条による改正後 

（その他の給与） （その他の給与） 

第４条 （省略） 第４条 （省略） 

３ 第１項の期末手当の額は、次の各号に掲げる額の合計額に、３月に支

給する場合においては100分の20、６月及び12月に支給する場合において

は100分の147を乗じて得た額に、給与条例の適用を受ける職員の例によ

る支給割合を乗じて得た額とする。 

３ 第１項の期末手当の額は、次の各号に掲げる額の合計額に、３月に支

給する場合においては100分の25、６月及び12月に支給する場合において

は100分の144.5を乗じて得た額に、給与条例の適用を受ける職員の例に

よる支給割合を乗じて得た額とする。 

(１) 基準日（給与条例第29条第１項に規定する基準日をいう。）におけ

る給料月額に地域手当の月額を加えた額 

(１) 基準日（給与条例第29条第１項に規定する基準日をいう。）におけ

る給料月額に地域手当の月額を加えた額 

(２) 前号の額に100分の20を乗じて得た額 (２) 前号の額に100分の20を乗じて得た額 

(３) 給料月額に100分の25を乗じて得た額 (３) 給料月額に100分の25を乗じて得た額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付 則（令和 年 月 日条例第 号） 

この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和３年４月１

日から施行する。 
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第●●号議案  

   足立区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例  

 上記の議案を提出する。  

  令和３年●月●●日  

            提出者  足立区長   近  藤  弥  生  

 

   足立区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例  

第１条  足立区長等の給料等に関する条例（昭和３１年足立区条例第１

３号）の一部を次のように改正する。  

  第４条第３項各号列記以外の部分中「１００分の２５」を「１００

分の２０」に改める。  

第２条  足立区長等の給料等に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第４条第３項各号列記以外の部分中「１００分の２０」を「１００

分の２５」に、「１００分の１４７」を「１００分の１４４．５」に

改める。  

   付  則  

 この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和３年４

月１日から施行する。  

 

 （提案理由）  

 区長等の期末手当の額を改める必要があるので、この条例案を提出い

たします。  
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第７号議案  

   足立区教育委員会教育長の事業及び事務従事について  

 上記の議案を提出する。  

  令和３年２月１２日  

      提出者   足立区教育委員会教育長  定  野   司  

   足立区教育委員会教育長の事業及び事務従事について  

 足立区教育委員会教育長に依頼のあった事業及び事務について、以下

のとおり従事する。  

 

依頼元  従事内容  従事日時  

一般社団法人  

日本経営協会  

オンラインセミナー講師 

【「特別講義」ポストコロナ時代の

行政改革（財政・人財育成編）】  

３月１９日（金）  

1 3 : 0 0～ 1 7 : 0 0 

（提案理由）  

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１１条第７項の規定に基

づき、足立区教育委員会の許可を受ける必要があるので、この案を提出

いたします。  
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第 ７ 号 議 案 説 明 資 料  

 令和３年２月１２日 

件   名 足立区教育委員会教育長の事業及び事務従事について 

所管部課名 教育指導部教育政策課 

内 容 

１ 提案理由 

足立区教育委員会教育長に対する講師依頼へ応じるにあたり、地方教 

育行政の組織及び運営に関する法律第１１条第７項の規定に基づき、足 

立区教育委員会の許可を受ける必要があるため。 

 

２ 従事内容等 

（１）オンラインセミナー講師（一般社団法人日本経営協会） 

  【講義テーマ】 「特別講義」ポストコロナ時代の行政改革（財政・人財育成編） 

【 日 時 】 令和３年３月１９日（金）１３時００分～１７時００分 

【 場 所 】 日本経営協会東京本部３階スタジオ 

（東京都渋谷区千駄ヶ谷３－１１－８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の方針 従事日の業務に支障のないよう、教育委員会事務局内で調整を図り、対応する。  
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教 育 委 員 会 報 告 

令和３年２月１２日 

件 名 図書館を使った調べる学習コンクールの全国審査結果について 

所管部課名 教育指導部教育指導課 

内 容 

１ 審査結果 （ ）は昨年度実績 

（１）入賞 

足立区受賞者数 全国受賞者総数 

０（０） ２９（３０） 

（２）入選 

 足立区受賞者数 全国受賞者総数 

優良賞 １  （４） １０４  （１６０） 

奨励賞 ４  （８） １９３  （２９９） 

佳 作 １７９（１１９） ９４３（１，５４０） 

（３）入選作品一覧（５作品） 

賞 作品名 学 校 

優良賞 人が死なない防災 長 門 小６年 

 

奨励賞 

日本に迫る塩害の危機 第 七 中１年 

単位について 第十一中１年 

世界の伝統料理から読み取れること

とはどのようなことだろうか？ 
東綾瀬中２年 

ほんとうに恐竜は絶滅した？ 江 南 中２年 

２ 参考 （ ）は昨年度実績 

（１）今年度の足立区立小中学校の応募状況  

 小学校 
中学校 合計 

低学年 中学年 高学年 

応募総数 
1,029  

(713) 

2,492  

(1,414) 

2,935  

(2,286) 

2,699  

(2,189) 

9,155  

(6,602) 

足立区入選 
(全国へ出品) 

21  

(18) 

50  

(25) 

59  

(50) 

54  

(38) 

184  

(131) 

（２）団体受賞 

   足立区教育委員会が「図書館を使った調べる学習活動賞（地域コ

ンクール主催者表彰）」を受賞。 

※ 団体受賞 

     総務大臣賞 １団体（千葉県ＴＲＣ八千代中央図書館） 

     図書館を使った調べる学習活動賞 ２団体 

（足立区教育委員会、福岡県飯塚市立図書館） 

今後の方針 
区小中研や区立図書館等との連携をさらに深め、よい作品を周知する

とともに教員の指導力向上に努め、作品の質の向上を図る。 
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教 育 委 員 会 報 告 

令和３年２月１２日 

件 名 校舎窓ガラスの強化に向けた取り組みについて 

所管部課名 学校運営部 学校施設課 

学校改築担当部 学校改築担当課 

内 容 

区立小中学校の校舎窓に強化ガラスが設置されていない学校につい

て、強化ガラスへの取り替えを計画しているので報告する。 

 

１ 目的 

児童生徒とともに、避難所として活用される際の避難住民の安全性

を確保するため、台風時の強風や地震時の揺れに備えた窓ガラスの強

化を図る。 

 

２ 実施期間 

令和３年度から令和５年度の３か年間 

 

３ 対象校及び枚数 

７４校 約５万５３００枚 

 

４ 令和３年度改修校及び枚数 

２５校 約２万１３００枚 

 

５ 所要経費（予定額） 

全体工事費    ６億８００万円（概算） 

令和３年度工事費 ２億３４１６万８０００円（当初予算案計上額） 

今後の方針 
強化ガラスへの取り替えを計画的に実施することで、学校施設の安全

性を確保していく。 
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教 育 委 員 会 報 告 

令和３年２月１２日 

件 名 防火シャッターへの危害防止装置の取り付けについて 

所管部課名 学校運営部 学校施設課 

学校改築担当部 学校改築担当課 

内 容 

 区立小中学校の校舎内に設置されている防火シャッターのうち、危害防

止装置が設置されていない対象物について、安全装置の取り付けを計画し

ているので報告する。 

 

１ 目的 

他自治体では過去に防火シャッターに挟まれ、児童生徒の命が奪われ

る事故が発生している。当区には同様の事故が懸念されるシャッターが

６０校で５１３台存在するため、計画的に改修を実施し、安全性を確保

する。 

 

２ 期間 

令和３年度から令和５年度の３か年間 

 

３ 対象校及び台数 

  ６０校 ５１３台 

 

４ 令和３年度改修数 

  １３校 １１２台 

 

５ 所要経費（予定額） 

  全体工事費     ２億７１００万円（概算） 

  令和３年度工事費    ６０８０万円（当初予算案計上額） 

 

６ 改修方法 

既存シャッター下部をカッターで切断 

鋼製安全装置を既存シャッター下部にボルトで取り付け 

 

 

 

今後の方針 
児童生徒の安全性の確保を重視し、速やかな改善に取り組み、学校施

設の安全性を向上させていく。 
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教 育 委 員 会 報 告 

令和３年２月１２日 

件 名 区立中学校における事故に関する損害賠償について 

所管部課名 学校運営部学校施設課 

内 容 

区立青井中学校で発生した以下の事故について、示談が成立し、支払い

が完了したため報告する。 

 

１ 事故発生日時 

平成３０年１２月（日時不明） 

 

２ 事故発生場所 

東京都足立区青井（被害者宅） 

 

３ 被害者 

足立区青井在住者 

 

４ 事故の概要 

区立青井中学校部活動の際、誤って蹴りだされたサッカーボールに 

よって、隣接する被害者住居の雨樋が破損した。 

 

５ 示談成立日 

令和３年１月２１日 

 

６ 示談の内容 

区は、被害者に対し、当該雨樋の修理費用として２７万６８７０円を 

支払った（特別区自治体総合賠償責任保険対応）。 

今後の方針  
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教 育 委 員 会 報 告 

令和３年２月１２日 

件 名 
足立区育英資金緊急対策（新型コロナウイルス感染症関連）の結果報告

について 

所管部課名 学校運営部学務課 

内 容 

足立区育英資金緊急対策（新型コロナウイルス感染症関連）として、

令和２年度に実施した「返済猶予」「特別貸付」「免除条件付緊急貸付」

について、募集期間が終了したので、以下のとおり結果を報告する。な

お、実施概要については、Ｐ２２のとおりである。 

 

１ 新型コロナウイルス対策 返済猶予 

（１）申請期間 

   令和２年５月１８日～令和２年１２月１５日 

（２）対象者数 

４５０名（完済者及び弁護士対応を除く）    

（３）申請者数 

   ５４名 

（４）返済猶予者数 

   ５３名（申請者５４名のうち１名が辞退） 

（５）猶予率（返済猶予者数／対象者数）     

   １１．７７％ 

 

２ 新型コロナウイルス対策 特別貸付 

（１）申請期間  

令和２年５月１８日～令和２年１２月１５日 

（２）申請者数 

   ２１名  

（３）貸付者数（内訳：公立 ０件、私立 ２１件) 

２１名 

 

３ 新型コロナウイルス対策 免除条件付緊急貸付 

（１）申請期間  

令和２年５月１８日～令和２年６月３０日 

（２）対象者数（育英資金貸付継続者） 

   １１３名 

（３）申請者数 

   １１０名  

（４）貸付率 

 ９７．３％ 
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４ 【拡充】新型コロナウイルス対策 免除条件付緊急貸付 

（１）申請期間  

令和２年１０月２１日～令和２年１２月１５日 

（２）対象者数（特別貸付者） 

   ２１名 

（３）申請者数 

   ２１名 

（４）貸付率 

   １００％ 

 

 

今後の方針  
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令和２年度 足立区育英資金緊急対策（新型コロナウイルス感染症関連）実施概要 

 

１ 返済猶予 

（１）対 象 者 現在、育英資金を返済している社会人４５０名(長期滞納者等を除く) 

のうち、返済猶予を希望する者 

（２）猶予期間 毎月１５日（閉庁日の場合は直近の開庁日）までの受付分について 

当月分から令和３年５月分までを返済猶予 

※ 最大１年間猶予（令和２年６月分～令和３年５月分） 

（３）返済再開 令和３年６月分から自動的に返済再開 

（４）申請期間 令和２年５月１８日～令和２年１２月１５日 

（５）申請方法 学務課から対象者に申出書を郵送後、当該申出書を学務課へ郵送にて提出  

 

２ 特別貸付 （大学・短大生・専門学校生対象では２３区初） 

（１）対 象 者 大学・短大・専門学校の在校生１００名 

（２）対象期間 令和２年４月分～令和３年３月分の修学金 

令和３年度以降も貸付を希望した場合、一般の育英資金の条件を満たし 

ていれば貸付を継続 

（３）貸付金額 私立大学等５４万円 国公立大学等４２万円 

（４）申請期間 令和２年５月１８日～令和２年１２月１５日（１００名先着順） 

（５）申請方法 郵送または窓口にて申請書・在学証明書・連帯保証人２名の納税証明書を提出  

 

３ 免除条件付緊急貸付 （大学・短大生・専門学校生対象では２３区初） 

（１）対 象 者 ① 足立区育英資金を貸付中の大学・短大・専門学校の在校生１１３名 

のうち、追加貸付を希望する者 

② 【拡充】足立区育英資金特別貸付を貸付中の大学・短大・専門学校 
の在校生１００名のうち、追加貸付を希望する者 

（２）貸付金額 １０万円を追加貸付 

（３）償還免除 大学等を正規の修業年限で卒業すれば、１０万円の追加貸付分を返済免除  

（４）申請期間 ① 令和２年 ５月１８日～令和２年 ６月３０日 

        ② 令和２年１０月２１日～令和２年１２月１５日 

（５）申請方法 学務課から対象者に申請書を郵送後、当該申請書を学務課へ郵送にて提出 
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教 育 委 員 会 報 告 

令和３年２月１２日 

件 名 多子世帯に対する学校給食費の補助について 

所管部課名 学校運営部学務課 

内 容 

多子世帯の保護者の負担軽減を図るため、予算案の議決を得られた際

には、以下のとおり学校給食費の補助を令和３年度から実施していく。 

 

１ 概要 

（１）第２子を半額補助、第３子以降を全額補助 

（２）保護者が学校に支払った学校給食費について、学校に対象児童・生 

徒の納付状況を確認 

（３）区から保護者へ、年２回に分けて補助金を支給 

 

２ 対象者 

（１）足立区立小・中学校に３人以上の児童・生徒が在籍する世帯 

※  私立・都立・足立区外の区立学校への通学者は除く 

（２）足立区内に住所を有する世帯 

（３）生活保護や就学援助を受給していない世帯 

（４）前期・後期それぞれの対象給食費において、以下の基準日時点で滞 

納がない世帯 

  ア 前期（４～７月分の対象給食費）…８月１日時点 

  イ 後期（９～３月分の対象給食費）…３月１日時点 

 

３ 対象人数（見込）等 

（１）対象人数    合計２３２０人 

ア 第２子    １１００人 

（小学校：９００人、中学校：２００人） 

イ 第３子以降  １２２０人 

          （小学校：１２００人、中学校：２０人） 

（２）予算額     年間８８７３万５０００円 

今後の方針 

 【保護者への周知方法】 

（１）足立区立小・中学校に３人以上在籍する世帯に本補助金の申請書 

を区から送付する際に、詳細を記載したチラシを同封 

（２）区ホームページ 
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教 育 委 員 会 報 告 

令和３年２月１２日 

件 名 足立区学校施設の個別計画の策定について 

所 管 部 課 名 学校改築担当部 学校改築担当課 

学校運営部 学校施設課 

内 容 

足立区立小学校・中学校における今後の改築・改修等の方針を個

別計画として策定したので報告する（別添資料１）。 

 

１ 策定の目的 

学校施設の計画的な改築や大規模改修を行うための長寿命化の

方針を定め、施設の改築・改修コストの平準化と縮減方法を検討

し、その実施計画を策定する。 

本計画は、令和３年度以降の学校施設の改築・改修の実施にあ

たり、国の交付金導入の前提となるものである。 

 

２ 計画期間 

  文部科学省から概ね１０年以上の計画とすることが示されてい

るため、計画期間を以下のとおり設定する。 

・  令和３年度から令和１４年度まで（計画期間・１２年間） 

・  令和３年度から令和１０年度まで（実施計画期間・８年間）  

 

３ 対象施設数 

  小学校６９校 中学校３５校 

 

４ 基本的な考え方 

（１）目標使用年数 

原則として８２年とする。ただし、コンクリート躯体の圧縮

強度試験の結果が１３．５Ｎ／ｍｍ²以下の施設は６５年とする。  

（２）改修周期 

実施時期を単に築年数のみで決定するのではなく、今回の個

別計画に基づき、２０年周期を目安に予防保全的な大規模改修

を実施する。 

 

５ 実施計画 

（１）改築 

実施計画期間８年間において、改築設計に着手する学校数は８校 
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（２）大規模改修 

実施計画期間８年間において、改修設計に着手する学校数は

２７校。 

 

６ 改築・大規模改修の費用 

今後の改築・改修コストの平準化と縮減に向けて、以下の条件

をもとに今後８年間の想定費用を算出し、過去５年間の実績額と

の比較検討を行った。 

（１）改築（仮設校舎建設費用は含まず） 

 想定床面積 ㎡単価 改築費 
小学校 ８,０００㎡ 

５０万円 
４０億円 

中学校 １２,０００㎡ ６０億円 
・ 想定床面積は平成２６年度以降に竣工した学校の面積をも

とに、近年の教育環境の変化や災害時の避難所活用を考慮 

・ ㎡単価は現在の施工単価の実績額を採用 

（２）大規模改修 

 大規模改修費 
小学校 

９億円 
中学校 

・ 平成２６年度以降の維持費・保全費の実績額をもとに、学

習環境や生活環境の向上のための想定予算を加算して算定 

 

７ 今後の改築・改修コスト 

今後８年間のコスト総額は６１２億４０００万円となり、過去

５年間の実績額と比較すると５分の４程度の額まで抑制できる結

果となった。 

ただし、実施計画期間以降も計画的な改築や大規模改修を実施

する必要があるため、将来に向けた財源の確保が課題となる。 

問 題 点 

今 後 の 方 針 

本計画に基づき、区の諸課題に対応した総合的な観点から施設マ

ネジメントの実践を目指す。 

区の上位計画と整合性を図りながら、関係課と連携して本計画の

見直しを的確に行っていく。 
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教 育 委 員 会 報 告 

令和３年２月１２日 

件 名 足立区子ども施設指定管理者の評価結果について 

所管部課名 子ども家庭部子ども施設運営課 

内 容 

子ども施設指定管理者１７施設の令和元年度業務について、足立区子

ども施設指定管理者評価委員会（以下「委員会」という。）による評価

を行ったので、報告する。 

なお、評価方法について課題と考えており、検討を行ったが、根本的

な見直しには時間を要するため、次年度の評価時までには、評価項目の

内容等を精査し、見直しを行っていく。 

 

 

１ 開催日時 

令和３年１月２０日（水） 

午前８時４５分から午前１０時まで 

 

２ 開催方法 

ウェブ会議 

 

３ 主な業務内容 

（１）保育事業の実施に係る業務 

（２）施設の維持管理に関する業務 

 

４ 評価対象期間 

  平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

 

５ 評価方法 

  委員会での提出資料の確認及び実地調査により実施。 

   ＜確認資料＞ 

１ 基本協定書 10 会計経理 

２ 年度協定書 11 サービスの評価 

３ 保守・点検完了報告書 12 保育の基本原則 

４ 施設・設備点検完了報告書 13 全体・長期・短期計画 

５ 防災への配慮 14 小学校との連携 

６ 防犯への配慮 15 食育計画 

７ 事故への対応 16 保健計画 

８ 個人情報取扱い 17 乳幼児突然死症候群 

９ 職員研修 18 調理衛生管理 
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６ 施設名称及び評価結果等（満点１８０点・評価点順） 

 

※ 評価項目及び評価基準は、評価結果資料（別添資料２）を参照 

⑯、⑰の園については、園全体の評価にかかわらず、財務状況の評

価点が低いため、改善に向けて強力に指導していく。 

 

評価基準 

Ａ＋ １７０以上 

Ａ １７０未満～１５３以上 

Ａ－ １５３未満～１４４以上 

Ｂ＋ １４４未満～１３５以上 

Ｂ １３５未満～１１７以上 

Ｂ－ １１７未満～１０８以上 

Ｃ １０８未満 

施 設 名 称 指定管理者

千住保育園 （福）太陽会

204,827,693 小倉　將信

新田おひさま保育園 （福）太陽会

112,155,539 小倉　將信

さつき保育園 （福）江北会

221,694,908 野口  澄夫

興本保育園 （福）太陽会

178,329,622 小倉　將信

竹の塚北保育園 （福）三樹会

202,582,026 細野　智樹

竹の塚保育園 ㈱ﾍﾞﾈｯｾｽﾀｲﾙｹｱ

203,013,407 滝山　真也

青井おひさま保育園 （福）水の会

102,888,608 小林　信子

せきや保育園 （福）桑の実会

145,388,708 桑原　哲也

五反野保育園 ㈱日本保育サービス

225,661,783 西井　直人

水神橋保育園 （福）聖華

192,017,837 白須賀　まり子

谷在家保育園 （福）わかば会

138,258,077 石川　美和子

やよい保育園 （福）博友会

200,727,871 川下　勝利

青井保育園 （福）からしだね

211,208,623 春見　静子

伊興大境保育園 （福）高砂福祉会

175,250,928 石川　美和子

東保木間保育園 （福）高砂福祉会

172,537,419 石川　美和子
新田三丁目なかよし保育園 （福）南流山福祉会

87,084,278 西臣　正男

新田さくら保育園 （福）じろう会

126,610,784 久芳　敬裕

評価

1 176.6 Ａ＋98.1 ％

№
指定管理料（円） 代 表 者 名

評価点
評価点/満点
×100（％）

176.5 Ａ＋

6

3

171.0 Ａ＋4

170.9 Ａ＋

171.9 Ａ＋

5

170.1

11

160.1

136.8⑰

91.3 ％

10

2

9

94.5 ％

94.0 ％

92.1 ％

98.1 ％

88.9 ％

95.5 ％

7

166.7 92.6 ％

92.2 ％

91.9 ％

8

165.9 Ａ

15 87.6 ％

12

166.3 92.4 ％ Ａ

164.3

157.7 Ａ

14

13

165.7 Ａ

Ａ

⑯ 151.1 83.9 ％ Ａ－

Ｂ＋

95.0 ％

94.9 ％

165.5 Ａ

Ａ＋

169.2 Ａ

Ａ

Ａ

76.0 ％

合格 

 
経営診断を行い

改善を指導する。 
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７ 委員会委員構成（計６名） 

種  別 氏  名 役  職  等 

学識経験者 

（有識者含む） 

田代 惠美子 
明治学院大学心理学部 

教育発達学科 特命教授 

鈴木  欽 哉 公認会計士 

関係団体代表 
北島 小夜子 足立区民生・児童委員 

高𣘺𣘺  將郎 青少年委員 

区職員 
松野  美 幸 子ども家庭部長 

川口  真 澄 待機児対策室長 

 

８ 委員会での主な意見と対応等 

（１）昨年度新田地区の３園を視察したが、現地を確認すると園の状

況が良く分かる。今後も各園の現地確認を行うべき。 

対応策：各園の現地確認を実施する。 

（２）「適切な財務管理・財産管理が行われている」の評価項目で、財

務諸表が未提出のため評価が低くなっている園について、公認会

計士協会として経営診断など協力できる可能性がある。 

対応策：必要に応じて協力を依頼する。 

 

今後の方針 

（１） 指定管理者制度の評価については、特に財務状況に関する評価結

果の反映方法を次年度に向けて全庁的に見直していく。 

（２） 今回の評価結果を指定管理者に説明し、今後の業務改善につなげ

ていくよう指導する。 

（３） 今回の評価にあたり、提出を義務付けている書類が未提出となっ

ている２園については、協定第１６条に違反しているため、あらた

めて提出を求め、一定期間を経て提出がされない場合は、協定第２

０条に基づき指定の取り消しも含め、厳しく指導していく。 

（４） 子ども・子育て支援対策調査特別委員会に評価結果を報告後、足

立区ホームページに掲載する。 
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教 育 委 員 会 報 告 

令和３年２月１２日 

件 名  新田三丁目なかよし保育園の運営状況について 

所 管 部 課 名 子ども家庭部子ども施設運営課 

内 容 

令和２年１２月１日より直営化を行った足立区立新田三丁目な

かよし保育園の運営状況について報告する。 
 

１ 区直営化後の運営経過 

同園の区直営化では、緊急対応で区職員を配置するとともに、

会計年度任用職員を雇用し安全安心な保育の継続を進めてきた。

職員が不足する時間帯には、本庁舎や近隣園から職員を派遣して

補っている。 

また、区直営化後の園児の保育状況を伝えるため、下記日程で

クラス別に保護者会を開き、園長とクラス担任が、保護者の思い

を共有した。 

【保護者会日程・参加者（令和２年１２月実施）】 

※ いずれも、午後４時から１時間程度開催 
 

２ 心理士の派遣 

区直営化に伴う保護者説明会で、園児や保護者の精神的なフォ

ローについての要望があり、こども支援センターげんきから心理

士を派遣している。 

環境の変化に伴う児童への大きな影響は見られないが、今後も

継続的に状況を確認し園の安定化をはかっていく。 

派遣状況は「新田三丁目なかよし保育園 心理士訪問記録 

（１２月実施分）」（Ｐ３１～３２参照）のとおり。 

 

３ 令和３年４月の利用見込み 

令和５年３月に閉園することから現２歳児を中心に転園希望者

が出ており、令和３年４月の利用見込みは、下記のとおり。 

【令和３年４月の利用見込み（令和 3年１月 21日現在、予測）】 
 

クラス 

日程等 
１歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計 

日 程 14(月) 15(火) 17(木) 18(金) 22(火) 5日間 

参加者 ３人 ４人 ７人 ７人 ５人 26人 

クラス 

利用見込み １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

予 測 ０人 ４人 ２人 ９人 ６人 21人 

現 在 ５人 ４人 ９人 ７人 ５人 30人 
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問 題 点 

今後の方針 

新田三丁目なかよし保育園の運営については、早急に保護者会を

開催する等、保護者からの要望を充分に受け止めるとともに、園だ

より等での情報発信により、保護者の安心感と保育者への信頼感を

得てきている。 

今後も園児にも保護者にも不安の無いよう引き続き対応してい

く。 
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新田三丁目なかよし保育園 心理士訪問記録（１２月実施分） 

 

１ 目的 

環境の変化に児童がスムーズに適応できるよう、行動観察を通し早期に不

安に気づき対応の助言を行う。 

 

２ 方法 

該当園担当の心理判定士と常勤心理士の２人で園を訪問し観察する。 

その後、園職員と検討し、対応方法の確認をしていく。 

 

３ 実施内容（１２月実施分） 

№ 訪問日 内  容 派遣数 観察児童数 保護者面談 

１ 
４日 

（金） 

園全体の行動観察 

所内での今後の支

援方針検討 

心理士 

２人 

１歳児：５人 

２歳児：６人 

３歳児：７人 

４歳児：７人 

５歳児：５人 

計３０人 

希望無し 

２ 
１１日 

（金） 

園全体の行動観察 

園職員とのカンフ

ァレンス 

心理士 

２人 

１歳児：４人 

２歳児：７人 

３歳児：７人 

４歳児：６人 

５歳児：５人 

計２９人 

希望無し 

３ 
１５日 

（火） 

園全体の行動観察 

園職員とのカンフ

ァレンス 

心理士 

２人 

３歳児：８人 

４歳児：７人 

５歳児：５人 

計２０人 

希望無し 

４ 
２２日 

（火） 

園全体の行動観察 

園職員とのカンフ

ァレンス 

心理士 

２人 

１歳児：５人 

２歳児：６人 

３歳児：７人 

４歳児：７人 

５歳児：５人 

計３０人 

希望無し 

計 
４回

（日） 
 

延べ 

８人 

延べ観察児童

１０９人 
０人 
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４ 全体のまとめ 

運営体制の変更に伴って情緒的に大きく混乱している児童は見られないが、

チック様の行動（咳払いやまばたき）を示す児童や、少しずつ保育士との距離

を近づけている児童などが見られ、今後の状況の変化が見られる可能性があ

るため、継続して状況を把握していくことが必要である。 
イレギュラーな状況への対応となっているため、保育士の精神的な負荷が高

く、訪問する毎に表情が暗くなっている職員もいる。在園児に対して適切な保

育を提供するためにも、フォローが望まれる。 
 

５ その他 

担当心理士は該当園の担当は２年目である。「気づきのしくみ」実施園のた

め、年長・年中児のクラス全体の行動観察は実施している。 
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教 育 委 員 会 報 告 

令和３年２月１２日 

件 名 新田地区公立保育園の再編について 

所管部課名 子ども家庭部子ども施設運営課 

内 容 

現在、新田地区には区立保育園が４園あり（うち直営園２園、公設民

営保育園２園）、新田三丁目なかよし保育園については、令和２年８月

時点での保育需要予測から、この地区の他園での需要充足が可能と確認

できたため、令和５年３月での閉園を決定している。 

他の３園についても、将来的な老朽化による施設更新やプレハブ園舎

であることによる閉園を控えており、計画的な再編が必要となってい

る。 

 
 

１ 新田さくら保育園 

新田さくら保育園は、新田一丁目の都営住宅を間借りし運営してい

るが、現在、都営住宅は建て替え工事を行っている状況である。 

当初建て替えによる創出用地に新たな私立保育所を建設することで

令和５年度に完全民営化を予定していたが、大幅な工事の遅延が発生

している。 

完全民営化に向けた日程は現在調整中である。 

 

２ 新田おひさま保育園 

新田おひさま保育園は、新田地区の一時的な需要に対応するため、

平成２３年よりプレハブ園舎による運営を行っている。 

今後、新田さくら保育園及び新田わかば保育園の２園の建て替え又

は改築工事を予定しているため、他園の更新時期に合わせ、閉園時期

を見極めていく必要がある。 
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２園の施設状況に合わせて、最新の需要予測をもとに新田おひさま保

育園の定員の調整も行っていく。 

 

※  新田さくら保育園及び新田おひさま保育園は、現在の指定期間

が令和５年３月で終了となる。今後の更新時期を踏まえ、来年度

実施する次期指定管理者の選定方法及び指定期間を設定する。 

 

３ 新田わかば保育園 

新田わかば保育園は、昭和４１年度建築の園舎となっており、老朽化

による施設更新が必要な状況である。 

区の拠点園として、今後の施設更新に向け実施方法やスケジュール

等を調整する。 

 

（参考）新田地区公立保育園の概要 

 

今後の方針 
新田地区においては、新田わかば保育園を更新し区立直営園として存

続させ、この地区での公立園としての役割を担っていく。 
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教 育 委 員 会 報 告 

令和３年２月１２日 

件 名 ペアレント・メンター事業委託事業者選定委員会の審査結果について 

所管部課名 こども支援センターげんき支援管理課 

内 容 

公募型プロポーザル方式によるペアレント・メンター事業委託事業者

の選定結果について、次のとおり報告する。 

 

 １ 業務名 

   ペアレント・メンター事業委託 

 

 ２ 業務概要 

・ 発達障がいのある子どもの対応に悩んでいる保護者（養育者含

む）の相談支援を行う。 

・ 発達障がいのある子どもの育児経験を有する保護者をメンター

として育成する。 

・ 発達障がいのある子どもの保護者の孤立を防ぎ、発達障がい者

への正しい理解を促進する。 

 

 ３ 選定委員会（プレゼンテーション）開催日 

   令和３年１月２５日（月） 

 

 ４ 選定委員 

   ５名（学識経験者１名、区民２名、区立小学校長代表１名、区職員１名）  

 

 ５ 審査対象事業者 

   ２者（提案書提出事業者 ２者） 

 

 ６ 審査結果              ※ 詳細はＰ３７参照 

 

提案事業者 

得点 

（満点１，５７５点） 

※ 区内加算あり 

 

得点率 

一般社団法人ねっと

ワーキング 
１，３６７点 ８７％ 

第２順位事業者 １，０７２点 ６８％ 

 

 ７ 提案書特定事業者 

   一般社団法人ねっとワーキング 

   （所在地：足立区青井３-７-１７ ２Ｆ） 
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 ８ 提案書特定日 

   令和３年２月１日（月） 

  

９ 提案見積金額 

   ５６０万円（消費税込） 

 

１０ 提案書特定事業者の主な特長 

 （１）メンターの育成計画が具体的に提案された。 

 （２）多様なニーズに応じる支援策を提案している。 

 （３）ライフステージを見据えた支援策が提案された。 

 

１１ 今後のスケジュール 

   令和３年３月     契約締結 

   令和３年４月     事業開始 

令和４年３月     事業終了 

   ※ ペアレント・メンター事業委託事業者評価委員会で 

事業評価を行い、２回まで契約延長可 

今後の方針 事業の円滑な実施に向け、委託事業者と緊密に連携して準備を進める。 
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第一順位 第二順位

1
メンターの募集方法等は適
切か

100 95 68

2
メンターの養成研修の計画
及び遂行体制は適切か

100 85 85

3
コーディネーターの資質は適
切か

150 109 109

4
相談事業の遂行体制及び実
施手順は適切か

150 134 89

5
業務の個人情報保護対策は
適切か

150 119 98

6
業務の危機管理体制は適切
か

150 134 104

7
障がいをもつ保護者支援に
関する事業の精通度

150 134 101

8
業務に必要な経験・ノウハウ
を有しているか

150 134 126

9 地域との連携体制は妥当か 100 90 75

10
効果が期待できる独自の提
案がなされているか

200 160 150

11 コスト コストは妥当か 50 50 26

12
プレゼンテーショ

ン
プレゼンテーションを総合的
に見た評価

50 48 41

1,500 1,292 1,072

説         明 評  価  基  準 （得 点)

1 区内に本店がある場合 合計点に1５点を加点 75 75 0

2 区内に支店がある場合 合計点に10点を加点 50 0 0

1,367 1,072

1 2順　　　　　　位

合計

評       価        項       目

分       類

区内業者

区内業者

得  点

総　　　　　計

項番

配点

得  点

提案見積価格

当該事業に活用できるアピールポイント（傾聴等この事業を実施するに
あたり必要とする知識、技能。同種・類似の業務実績等）

得  点

業    者  　名

得　点

プレゼンにおける説明能力や業務への意欲、論理性、態度、資料の正
確性等

指　        　　標

ペアレント・メンター事業委託　 提案書特定結果　

分             類
項番

ペアレント・メンター事業委託

提案内容

メンターの募集（募集方法、募集計画、対象年齢層等）の適切性

メンターの養成研修（養成研修の開始時期、実施計画、実施方法、カリ
キュラム、テキスト等）の適切性

コーディネーターの資質（資格、経験等）、メンターのスーパーバイズ、ス
キル評価の方法の適切性

相談事業の遂行体制及び実施手順（相談事業の開始時期、メンターの
人数及び分担、支援評価の方法、引継ぎの実施方法等、支援可能人数
等）の適切性

個人情報保護対策の適切性

評          価          項        目
 

関係機関との連携方法の具体性

本事業を必要とする支援対象者への効果的な周知及び利用者増につ
ながる効果が期待できる独自の提案

対  象  業  務  名

事故・クレームに対する対処方法の適切性

障がいをもつ保護者支援に関する事業の精通度
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教 育 委 員 会 報 告 

令和３年２月１２日 

件 名 令和３年度のチャレンジ学級の運営方法について 

所管部課名 こども支援センターげんき教育相談課 

内 容 

令和３年度から、チャレンジ学級の運営方法の一部を変更する。 

 

１ 小学生専用教室の設置 

 

【現   状】小学生も中学生と同室での学習活動をしている。 

                        ↓ 

【令和３年度から】小学生専用の教室を設置する。 

 

チャレンジ学級正式通級の児童・生徒数（R2年度は 12月末現在）  

年度 小 3 小 4 小 5 小 6 小学生計 中 1 中 2 中 3 中学生計 

H28 1 0 1 5 7 4 26 44 74 

H29 0 1 0 2 3 12 18 53 83 

H30 1 1 3 2 7 8 22 41 71 

R1 1※1 0 2 7 10 13 37 63 113 

R2 

（※2） 

0 

(2) 

1 

(2) 

1 

(6) 

4 

(6) 

6 

(16) 
9 19 39 67 

           ※1 R1年の小 3欄は小 2の数（小 3は 0人） 

             ※2 チャレンジ学級体験生（正式通級前の児童） 

 

２ 中学生の制服について 

 

【現   状】原則、在籍校の校則に準じて、制服で通級している。 

                        ↓ 

【令和３年度から】制服の問題で通級できない生徒の通級が可能となる

よう、制服以外（一定の基準は設ける）の通級も可能

とする。また、学校の環境に近い形の「あすテップ」

と区別する。 

 

 

今後の方針 小学生専用教室については、４月より西新井教室にて対応を開始する。 
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教 育 委 員 会 報 告 

令和３年２月１２日 

件 名 
不登校児童のための家庭学習支援事業委託事業者選定委員会の審査結

果について 

所管部課名 こども支援センターげんき教育相談課 

内 容 

公募型プロポーザル方式による不登校児童のための家庭学習支援事業

委託事業者の選定結果について、次のとおり報告する。 

 

 １ 業務名 

   不登校児童のための家庭学習支援事業委託 

 

 ２ 業務概要 

   教育相談課の不登校対策会議にて、外出困難な子どもたちの中か

ら家庭学習支援事業の対象者として決定した児童に対し、今回特定

した事業者が、自宅への家庭教師の派遣やＩＣＴを活用したオンラ

イン授業を行う。 

 

 

 ３ 選定委員会（プレゼンテーション）開催日 

   令和３年２月１日（月） 

 

 ４ 選定委員 

   ５名（学識経験者２名、区民１名、小学校長代表１名、区職員１名）  

 

 ５ 審査対象事業者 

   ２者（提案書提出事業者 ２者） 

 

 ６ 審査結果             ※ 詳細はＰ４１参照 

提案事業者 
得点（満点 500点） 

※ 区内加算あり 
得点率 

株式会社キズキ ４２７点 ８５％ 

第２順位事業者 ２８５点 ５７％ 

 

 ７ 提案書特定事業者 

   株式会社キズキ 

   （所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷５－２９－７－２０２） 
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 ８ 提案書特定日 

   令和３年２月２日（火） 

  

９ 提案見積金額 

   １０，９５０，９８４円（消費税込） 

 

 

１０ 提案書特定事業者の主な特長 

 （１）学習支援だけではなく、家庭支援も含めた提案であり、特に対

面での支援を重視していた。 

 （２）学校との連携を重視した提案であった。 

 （３）講師の人材確保では、不登校支援に特化した採用基準を定める

など事業の趣旨に応じた提案であった。 

 

１１ 今後のスケジュール 

   令和３年３月     契約締結 

   令和３年４月～５月  対象者の選定 

   令和３年６月     事業開始 

   令和４年３月     事業終了 

   ※ 不登校児童のための家庭学習支援事業委託事業者評価委員会 

で事業評価を行い、２回まで契約延長可 

 

今後の方針 事業の円滑な実施に向け、委託事業者と緊密に連携して準備を進める。 
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第一順位 第二順位

1

業務の理解度

45 29

2

提案内容の的確
性 43 26

3 コスト 25 25

4
特定テーマに対
する取組姿勢

66 40

5

子どもへの支援
についての基本
的考え方・基本
的方法

71 44

6

保護者との関り
についての基本
的考え方・基本
的方法

46 29

7
支援者の採用・
養成の方針や方
法

66 44

8
学校との連携に
関する方針や方
法

43 29

9
子どもの安全・
人権・個人情報
への配慮

22 19

427 285

説明 評価基準（得点)

1 区内に本店がある場合 合計点に５点を加点 0 0

2 区内に支店がある場合 合計点に３点を加点 0 0

427 285

1 2

合　　　　　計

子どもに寄り添う姿勢の有無、支援方法の具体
性

支援者の資格等の
有無、配慮の具体性

子どもの安全・人権・個人情報への配慮につい
ての指導

500

75

75

50

75

50

得点
分類

総　　　　　計

項
番

評価項目
得点

区内業者

区内業者

加点

25

15

分類

対象業務名

不登校児童のための家庭学習支援事業

順　　　　　　位

課題の把握や業務
の理解度は十分か

業務実施手順や方
法は妥当か

50

50

50

支援の手順、実施フローの妥当性

提案見積価格

25

コストは妥当か

取組姿勢の明確性
付随・関連業務への
適切な対応度

支援方法の具体性、
的確さ

不登校児童のための家庭学習支援事業　提案書特定結果

学校との連携方針の具体性、的確さ

指標
不登校児童に対する考え方、支援の具体的な
視点

業者名

配点

評価項目

保護者と接する際の方針の具体性、保護者との
接触頻度

組織の理念、支援者の育成の的確さ、研修方法
の具体性

児童に寄り添い、家庭、学校、行政、その他関
係者をつなぐコーディネートを含めた事業展開
ができるか
教育委員会との連携
ICTを使った学習支援事業を行えるか

保護者の心情への
配慮、接し方の具体
性

組織の理念や支援
者育成方針の明確
さ、育成方法の具体
性

連携の目的や相手
方についての具体性

項番 得点 得点
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教 育 委 員 会 情 報 連 絡 

令和３年２月１２日 

件 名 区立園における「園運営に関するアンケート」結果について 

所管部課名 教育指導部就学前教育推進課 

内 容 

区立保育園・こども園の「園運営に関する保護者アンケート」の実施結

果について以下の通り報告する。 

 

１ 実施概要 

（１）実施時期 

令和２年１１月中旬～１２月上旬 

（２）対象園数 

区立園２５園（第三者評価を受けた５園は対象外） 

（３）対象者数 

区立園児保護者２２７９人 

（４）回収率 

８７％（１９８５人） 

 

２ 結果概要（詳細はＰ４３参照） 

※ アンケートは、「そう思う」「どちらともいえない」「そう思わ 

ない」「わからない」の４択で回答 

（１）全体結果 

「そう思う」と回答した保護者の割合の全園平均は、すべての項目

で８５％を超えた。令和２年度は、新型コロナウイルス感染症対策に

より、日常生活から園行事まで例年とは異なる状況であったが、昨年

度とほぼ同等の評価 となった。 

（２）比較的低い項目 

以下の項目では、「そう思う」と答えた保護者の割合が、昨年同様

若干低い。 

・ 避難訓練や不審者対応等の安全対策について、配慮されている 

と思う。 

・ 園内は清潔で整理されて空間になっている。 

・ お子さんの様子や子育ての悩みなどについて、職員と話したり 

相談したりしやすいと思う。 

今後の方針  

 



園運営アンケート結果（全体集計）

⑤避難訓練や不審者対応等の
安全対策について、配慮され
ていると思う

⑥園内は清潔で整理された空
間になっていると思う

⑦保育者は、子どもの発達や
性格、長所、その時の子ども
の気持ちを大切にしたかかわ
りをしていると思う

項目 内 容 集  計  結  果

保
育
内
容

①園での活動はお子さんの教
育や心身の発達に適している
と思う

保
育
者
の
か
か
わ
り

⑧保育者は、園での活動や子
どもの様子などを、わかりや
すく知らせていると思う

⑨保育者の言葉遣いや態度、
身だしなみなどは適切だと思
う

⑩お子さんの様子や子育ての
悩みなどについて、職員と話
したり相談したりしやすいと
思う

②園での遊びや生活環境につ
いて、工夫や配慮がされてい
ると思う

③園で提供される食事やおや
つは、お子さんの状態を配慮
して工夫されたものになって
いると思う

④園だよりやクラスだよりな
どは、わかりやすく知りたい
内容になっていると思う

87.2%

86.9%

89.9%

93.0%

94.4%

95.1%

10.1%

8.6%

8.6%

4.7%

4.0%

3.6%

0.6%

1.1%

0.6%

0.4%

0.7%

0.5%

1.9%

3.2%

0.8%

1.8%

0.8%

0.7%

0.2%

0.1%

0.1%

0.2%

0.2%

0.1%

87.7%

94.8%

89.6%

94.4%

8.9%

4.3%

8.9%

4.1%

2.0%

0.5%

1.0%

0.3%

1.1%

0.3%

0.3%

0.8%

0.2%

0.1%

0.2%

0.4%

70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

そう思う どちらともいえない そう思わない 分からない 未記入

43
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教 育 委 員 会 情 報 連 絡 

令和３年２月１２日 

件 名 
令和３年度足立区育英資金緊急対策（新型コロナウイルス感染症関連）

の実施について 

所管部課名 学校運営部学務課 

内 容 

 令和２年度に実施した新型コロナウイルス感染症関連の育英資金緊

急対策について、予算案の議決を得られた際には令和３年度も以下のと

おり実施する。 

 

１ 返済猶予 

（１）対 象 者 約４００名のうち返済猶予を希望する者 

        【対象者内訳】    

ア 令和３年４月から返済開始となる者 

（※ 増減あり）     １８名 

        イ 令和３年５月末まで返済猶予を利用している者 

                       ５４名 

        ウ 上記ア、イ以外で令和３年４月以降も育英資金 

返済中の者       ３２８名 

（２）猶予期間 毎月１５日（閉庁日の場合は直近の開庁日）までの 

        受付分について、当月分から令和４年３月３１日ま 

        でを返済猶予 

※  継続猶予をする者：最大１年１０か月間猶予 

（令和２年６月分～令和４年３月分） 

        ※  猶予期間は、返済期間１５年に含めない。 

（３）返済再開 令和４年４月分から自動的に返済再開  

※  猶予前と返済月額の変動はない。  

（４）申請期間 令和３年４月１日～令和３年１２月１５日 

（５）申請方法 学務課から対象者に申出書を郵送後、当該申出書を 

学務課へ郵送にて提出 

 

２ 特別貸付                           

（１）対 象 者 大学・短大・専門学校の在校生５０名 

（２）対象期間 令和３年４月分～令和４年３月分の修学金 

   ※ 令和４年度以降も貸付を希望した場合は、一般 

の育英資金の条件を満たしていれば貸付を継続 

（３）貸付金額 私立大学等５４万円、国公立大学等４２万円 

 

（４）申請期間 令和３年４月１日～令和３年１２月１５日 

（５０名先着順）       



 

 

45 

 

（５）申請方法 郵送または窓口にて申請書・在学証明書・連帯保証 

人２名の納税証明書を提出 

 

３ 免除条件付緊急貸付                           

（１）対 象 者 約１３０名 

【対象者内訳】 

令和３年度新規貸付者８０名＋特別貸付者５０名 

（２）貸付金額 １０万円を追加貸付 

（３）返済免除 大学等を正規の修業年限で卒業すれば、１０万円の 

追加貸付分を返済免除 

（４）申請期間 令和３年４月１日～令和３年１２月１５日 

（５）申請方法 学務課から対象者に申請書を郵送後、当該申請書を 

学務課へ郵送又は窓口に提出  

 

 

 

 

今後の方針  
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教 育 委 員 会 情 報 連 絡 

令和３年２月１２日 

件 名 学校給食費保護者負担軽減対策の継続について 

所管部課名 学校運営部学務課 

内 容 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、学校給食費における保護者負

担軽減対策について、予算案の議決を得られた際には以下のとおり令和

３年度末まで継続していく。 

 

１ 概要 

令和２年度学校給食費改定額（１食あたり小学校：２０円、中学校 

２６円）については、令和２年度に限り全額公費負担とし、３年度か

らは１食当たり５円を保護者負担とする予定としていた。 

  しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大の状況を鑑みて、上

述の５円を令和３年度末まで引き続き公費負担する。 

 

 

２ 所要経費 

  年間４３３１万３０００円 

 

今後の方針 
【周知方法】 

 保護者向け通知を作成し、令和３年４月に学校を通じて周知予定 
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教 育 委 員 会 情 報 連 絡  

令和３年２月１２日 

件 名 私立認可保育所に対する指導検査の実施結果について 

所管部課名 
子ども家庭部 子ども施設指導・支援担当課 

待機児対策室 子ども施設整備課 

 

内 容 

 

令和２年度私立認可保育所に対して実施した子ども・子育て支援法

（以下「支援法」）に基づく一般指導検査の結果について報告する。 

 

１ 指導検査実施状況と対応 

（１）私立認可保育所４７施設（全１１２施設中） 

（２）指摘・指導事項については、施設側の理解不足に起因するミスもあ

るため、子ども施設整備課から全施設に対して改めて指導を徹底す

る。 

 

２ 指摘種別等 

（１）文書指摘 

支援法等関係法令等に違反する事案 

（２）口頭指導 

支援法等関係法令等以外の法令又はその他の通達等に違反する事案 

（３）助言指導 

「文書指摘」又は「口頭指導」に該当せず、水準向上のための事案 

 

３ 検査結果（主な内容） ※ 括弧書きは令和元年度件数 

（１）文書指摘：１１件（１２件） 

ア 重要事項を掲示していない：５件（８件） 

イ おむつ代等の支払を求める際の周知が未実施：２件（０件） 

ウ 業務（園）日誌が作成されていない：１件（１件） 

エ 国で認める範囲を超えた本部会計への繰入：１件（２件） 

オ 園児の怪我に対し区への報告が行われていない：１件（０件） 

カ 苦情記録が所在不明：１件（０件） 

  指摘内容について、私立保育園園長会において周知徹底するこ

とで全施設で共有するとともに、同様の事例がないかの確認を指

示し、巡回訪問時に現地確認を行っていく。 

 

（２）口頭指導：３０件（３９件） 

ア 職員の異動届等の区への報告漏れ：２０件（１６件） 

イ 教育・保育施設の自己評価を公表していない：４件（１件） 

ウ 重要事項の項目が一部不足している：２件（５件） 
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  施設の自己評価は実施しているものの、結果の公表を失念して

いるケースが見受けられた。子ども施設整備課と連携し、毎年の

評価を公表し確実な改善につなげるよう指導していく。 

 

（３）助言指導：７９件（１７６件） 

  ア 個人のクレジットカード等による支払い：１９件（１５件） 

イ 事故簿に完治または治療終了の記録が未記載：１６件（１０件） 

ウ 現金出納帳等の補助簿を一部作成していない：１２件（９９件） 

  多くの施設でネットショッピングを活用しているが、個人のク

レジットカード等での決済によりポイントが還元されていた。多

くの施設で同様の事例が想像されることから、私立保育園園長会

において注意喚起を行い、振込み等による支払を推奨していく。

なお、補助簿の作成等に関する助言については、法人本部や会計

事務所等において、支援法に基づく委託費等の会計処理への理解

が浸透してきており、昨年と比べ大幅に減少している。 

 

４ 都の指導検査の状況 

都の指導検査については５施設で実施された。検査結果については、

公表され次第、改めて報告する。 

 

今後の方針 

１ 各施設に対し検査結果を通知するとともに、区ホームページにて文書

指摘事項を公表する。 

２ 後日提出される改善報告書にて改善状況の確認を行うため、現場調査

も実施する。 

３ 指摘の多い事項については、私立保育園園長会等を通じて注意喚起を行

うだけでなく所管課と連携して重点的に巡回訪問時などに指導・支援を

行う。 
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教 育 委 員 会 情 報 連 絡 

令和３年２月１２日 

件 名 家庭的保育事業の認可手続き及び利用定員の確認について 

所管部課名 子ども家庭部子ども施設入園課 

内 容 

 児童福祉法及び子ども・子育て支援法に基づき、家庭的保育事業の認可

手続き及び利用定員の確認を行った。 

１ 足立区認定保育ママの認可手続き 

（１）認可理由 

   認可要件として、職員配置や保育室の面積基準のほか給食提供が

要件となっているが、このたび３事業者が外部搬入により給食提供

を開始したため。 

（２）対象事業者 

  ア 氏 名：久保田 直美 

    所在地：千住仲町４２番１７号 

    定 員：２名 

  イ 氏 名：松本 洋好 

    所在地：千住曙町６番６－６０５号 

    定 員：２名 

  ウ 氏 名：小川 奈津江 

    所在地：加賀一丁目７番７号 

    定 員：３名 

（３）認可年月日 

   令和３年１月１日 

２ 家庭的保育事業における事業の継承 

（１）認可理由 

   現在開業中の家庭的保育事業者が、近年中に定年等により保育補

助者に事業を継がせたいという意向があり、このたび２事業者が事

業の継承の準備が整ったため。 

（２）対象事業者 

  ア 氏 名：上田 優子 

    所在地：東綾瀬二丁目１１番１－８－１０１号 

    定 員：５名 

  イ 氏 名：吉田 由紀子（ぽかぽか保育室） 

    所在地：西新井六丁目２５番２７－１０１号 

    定 員：５名 

（３）認可年月日 

   令和３年４月１日 

今後の方針 
 足立区認定保育ママの残り６名は、令和２年度中に給食提供の準備を

行い、令和３年４月１日付けで認可手続きを行えるよう進めていく。 
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教 育 委 員 会 情 報 連 絡 

令和３年２月１２日 

件 名 「クイズｄｅチャレンジ！百人一首」の実施について 

所管部課名 子ども家庭部青少年課 

内 容 

 

中止が決定した第１２回子ども百人一首大会の代替事業として、小学

生、中学生を対象にしたクイズを以下のとおり行う。 

 
 

１ クイズｄｅチャレンジ！百人一首 

百人一首を学び、楽しんでもらうために小学生、中学生を対象にク

イズを行う。（詳細は、Ｐ５１～５２参照） 

①  チラシ、ＨＰで周知し、ＱＲコードから申込フォーム又は郵

送で応募受付する。対象は区内在住、在学の小中学生。 

②  全問正答者には、大会で配布してい

る参加賞を贈呈する。正解者多数の場

合は、５００人を抽選する。 

③  スケジュール 

２月１日に出題、２月１５日締切り、

３月上旬に正答発表と参加賞送付の予

定。区立小中学校在学の児童・生徒に

ついては、学校を通じて参加賞を配布

する。 

 

２ 練習用「きまり字かるた」の配布 

かるたを競技として学ぶ初歩の教材として、小学校で練習に使用し

ている「きまり字かるた」を青少年課で作成し、希望する小中学校に

配布する。 

① 大きさは全日本かるた協会が公式に使用している競技かるたと

同寸（縦 73mm、横 52mm）とする。 

② ３２０セット作成し、各校３個を上限に希望数を配布する。 

③ スケジュール 

１月中旬に希望数調査 

２月上旬に製作 

３月上旬に配布の予定 

 

今後の方針 クイズは、ＨＰ、チラシで広報する。 

 

 

参加賞見本 
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クイズ deチャレンジ！ご存じですか？ 

上の句と下の句を覚えるだけではもったいない！ 
百人一首は、五・七・五・七・七からなる百首の和歌のことです。 

暗記のイメージが強いかもしれませんが、歌に込められた思いや色々な登場人物、 

昔の言葉など、魅力がいっぱいにあふれています。 

難しいクイズも、家族や友達と一緒に、辞書やインターネットで調べれば簡単にわかる！？ 

ぜひみんなでチャレンジしてみてください！ 

●申込方法 
下記問合せ先まで郵送 または 

足立区ホームページからアクセスするか、 

右のＱＲコードからお申し込みください。 

※クイズの正解は、申込締切後に区ホームページに掲載 

●賞 品 
『かるた札柄 スクエアキーホルダー』を、 

全問正解した方のなかから抽選で、５００名の方にプレゼント！ 

※抽選の結果は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。 

※賞品は、３月上旬に、学校を通じてお渡しいたします。 

個人情報の取り扱いについて  
今回の募集における個人情報は、『クイズ deチャレンジ！百人一首』のために使用し、

足立区青少年課が厳正な管理を行います。 

 

令和２年度あだち子ども百人一首大会 特別企画 

【問合せ先】 足立区教育委員会青少年課青少年事業係 

〒120-8510足立区中央本町 1-17-1南館 6階 TEL:3880-5275 FAX:3880-5641 

首 一 人 百 
裏面のクイズに答えて、賞品をＧＥＴしよう！ 

ス
ク
エ
ア
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー 

【
賞
品
】
か
る
た
札
柄 

ひゃく         に ん          い っ         し ゅ 

ぞん 

じ    だい        ちょう   せん 

かみ      く      しも      く       おぼ 

うら めん                こた          しょうひん 

ひゃくにんいっしゅ    ご   しち    ご   しち   しち        ひゃくしゅ  わか 

あんき             つよ                    うた   こ         おも    いろいろ  とうじょうじんぶつ 

むかし  ことば       みりょく 

むずか              かぞく     ともだち  いっしょ    じしょ                   しら      かんたん 

【申込締切日】 

２月１５日(月) 
※問合せ先必着 
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【申込方法】●この用紙を問合せ先まで郵送 または ●区ＨＰか、下記ＱＲコードから申し込み 
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教 育 委 員 会 情 報 連 絡 

令和３年２月１２日 

件 名 「光る一手！三手詰の詰将棋を作ってみよう！」の実施について 

所管部課名 子ども家庭部青少年課 

内 容 

 

緊急事態宣言発令により開催を中止した「あだち子ども将棋大会」の

代替事業として、「光る一手！三手詰の詰将棋を作ってみよう！」を以

下のとおり実施する。 

 

１ 「光る一手！三手詰の詰将棋を作ってみよう！」 

小学生自らが考案した３手詰の詰将棋を募集する。応募作の中から

最優秀作１点を選考して表彰する。 

 

２ 対象 

区内在住・在学の小学生 

 

３ 募集方法 

（１）過去３年間の子ども将棋大会参加校を中心に、小学校に募集チラシ

を配布する。募集内容はＨＰにも掲載する。 

（２）参加希望者は、配布するチラシの裏面に最初の局面（駒の配置）を

記入するか、実際の将棋盤に駒を配置したものを写真に撮って、３手

の詰将棋の手順を記載し、郵送又は持参にて応募してもらう。 

 

４ 審査方法 

審査委員長を、大会の審判長である森内俊之九段に依頼し、最優秀賞

１人を選考いただく。 

 

５ スケジュール 

２月上旬～２月１０日 チラシ配布（募集開始は２月１５日） 

３月１日       応募締切（必着） 

３月１日～５日    一次審査 上位２０名程度 参加賞 

３月５日～１２日   最終審査 1名 最優秀賞 

 

今後の方針 
 自主小学校長会で協力を依頼する。 

チラシを作成し学校経由で児童へ配布する。 
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教育委員会情報連絡         青少年課 

 

事業実施報告（１月） 

行事名 実施日 会場 参加者数 

中高生の居場所づくり 
毎週水・日曜日（8 回） 新田地域学習センター他 中止 

第 2・4土曜日（2回） 神明住区センター 中止 

あだち日曜教室 10日（日） ギャラクシティ 中止 

科学体験講座 
10日（日） 

24日（日） 
ギャラクシティ 中止 

成人の日の集い  11日（月） 
「動画 deあだち」によ

るライブ配信 

782 人 ※1 

7,172 人 ※

2 

ジュニアリーダースーパー研修会 17日（日） 梅田地域学習センター 中止 

星空観察講座 23日（土） ギャラクシティ 中止 

あだち子ども将棋大会 23日（土） 千寿本町小学校 中止 

※1 ライブ最大同時視聴者数 

※2 12日午後 5時までの視聴者数 

 

 

 
事業実施予定（２月） 

行事名 実施日 会場 参加予定数 

中高生の居場所づくり 

毎週水・日曜日（6回） 

2月 10日～ 
新田地域学習センター他 18人 

第 1土曜日（１回） 佐野住区センター 中止 

第 2・4土曜日（2回） 神明住区センター 4人 

ジュニアリーダースーパー研修会 7日（日） 未定 中止 

あだち日曜教室 14日（日） ギャラクシティ 40人 

科学体験講座 
14日（日） 

28日（日） 
ギャラクシティ 30人 
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教 育 委 員 会 情 報 連 絡 

令和３年２月１２日 

件 名 
「令和２年度保育再就職セミナー／足立区保育のお仕事就職面接・ 

相談会」の実施結果について 

所管部課名 待機児対策室子ども施設整備課 

内 容 

 区内私立保育施設等の人材確保を支援するため、「令和２年度保育再就

職セミナー／足立区保育のお仕事就職面接・相談会」をハローワーク足立

及び区民参画推進課と共催で実施した。 

 

１ 開催日時 

令和２年１２月２２日（火） 

午前の部１０時～１２時３０分 ／ 午後の部１３時３０分～１６時 

 

２ 内容  

（１）保育再就職セミナー 

保育事業者によるＰＲプレゼンテーション 

 

（２）保育のお仕事就職面接・相談会 

保育事業者が個別ブースを出展し、求職者の面接や相談に応じる 

  合同面接・相談会 

 

３ 参加事業者数 

午前の部１４社 ／ 午後の部１５社 

 

４ 実施結果 

（１）午前の部 

ア 再就職セミナー ２０名 

  イ 面接・相談会  ２６名 

  ウ 二次面接・見学 ２２名 

 

（２）午後の部 

ア 再就職セミナー ２２名 

  イ 面接・相談会  ２５名 

  ウ 二次面接・見学 １８名 

 

今後の方針 

二次面接の結果について、保育事業者ごとに採用までのプロセスが異

なるため、ハローワーク足立を通じて随時報告を受ける。最終の採用結

果は、年度末を目処にまとめる。 
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教 育 委 員 会 情 報 連 絡 

令和３年２月１２日 

件 名 公益財団法人足立区生涯学習振興公社第二次中期事業計画について 

所管部課名 公益財団法人足立区生涯学習振興公社 

内 容 

第二次中期事業計画を作成したので報告する（別添資料３参照）。 

 

１ 策定年月 

  令和３年３月 

２ 計画期間 

  令和３年度～７年度 

３ 計画の内容 

第１章 計画の概要 

第２章 施策展開 

 資料編 

 

 

今後の方針  
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 行事実施結果（１月１日～１月３１日） 

                   公益財団法人足立区生涯学習振興公社 

事業名 日時 会場 参加人数 

あだち放課後子ども教室 

安全管理講習（応急手当実技） 

講師 NPO 法人 JAEA（ジャイア）（日本災害救護推

進協議会） 

１/6（水） 

～1/19（火） 

千寿本町小学校 

他 8校 
- 

子どもの未来応援アウトリーチコンサート inポルテ

あすなろ 

出演  野尻小矢佳（パーカッション） 

磯田日向子（マリンバ他） 

1/6(水) 

16：15～17：00 

ポルテあすなろ 

ホール 
23人 

読み語りのためのボイストレーニング体験講座 

講師 山下芳子氏  

（足立区演劇連盟事務局長、朗読指導者） 

1/17（日） 

10：00～12：00 

生涯学習センター 

講堂 
中止 

コンサート inミュージアムわたなべ音楽堂＜ベルネ

ザール＞（映像制作） 

出演 鶴飼奈民氏、浅利真氏（サクソフォン）、 

田中拓未氏（ピアノ） 

1/19(火) 
わたなべ音楽堂 

＜ベルネザール＞ 
- 

おりがみサポーター交流会 
1/20（水） 

10：00～12：00 

生涯学習センター 

講堂 
中止 

あだち放課後子ども教室 

スタッフ研修「子どもとの接し方」 

講師 藤後悦子氏 （東京未来大学教授） 

1/25（月） 

10：00～11：30 

生涯学習センター 

講堂 
中止 
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行事実施予定（２月１日～２月２８日） 

事業名 日時 会場 予定人数 

子どもの未来応援アウトリーチコンサート in子育て

サロンハートアイランド新田 

出演者 奥田なな子氏（チェロ） 

2/3(水) 

10:30～11:00 

子育てサロンハー

トアイランド新田 
延期 

運動あそびと体力向上トレーニング（子どもの運動あ

そび） 

講師 篠原俊明氏（東京未来大学講師） 

2/6（土）  

10：00～15：00 

生涯学習センター 

講堂 
25人 

あだち放課後子ども教室 

安全管理講習（応急手当実技） 

講師 NPO 法人 JAEA（ジャイア）（日本災害救護推進

協議会） 

2/8（月） 

～2/25（木） 

渕江第一小学校 

他 6校 

 

- 

あだち放課後子ども教室  

スタッフ研修「新型コロナウイルス感染症対策と子ど

ものこころへの支援」 

講師 関口久恵氏（区衛生部こころとからだの健康づ

くり課こころといのち支援係長） 

2/10（水） 

10:00～11:15 

生涯学習センター 

講堂 
中止 

小学校アウトリーチコンサート 

出演者 塚越慎子氏（マリンバ）、須藤千晴氏（ピアノ）  

 

2/17(水) 

①9:20～10:05 

②10:45～11:30 

中島根小学校 48人 

2/18(木) 

①9:35～10:20 

②10:40～11:25 

中川北小学校 67人 

あだちウエルネスカレッジ～歩行を支える安定した

体幹を学ぼう！～ 

講師 宮下 智氏（帝京科学大学教授） 

2/20（土）  

10：00～11：30 

生涯学習センター 

研修室１ 
45人 

運動機能向上のためのトレーニング（後期高齢者の運

動指導） 

講師 講義：村上憲治氏（帝京科学大学教授） 

実技：田中秋乃氏（健康運動指導士） 

2/23（祝・火） 

10：00～15：30 

生涯学習センター 

講堂 
25人 

あだち放課後子ども教室 

新任スタッフ向け 安全管理講習（応急手当実技） 

講師 NPO 法人 JAEA（ジャイア）（日本災害救護推進

協議会） 

2/26（金） 

13:30～15:00 

生涯学習センター 

研修室１ 
20人 
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令和３年度 当初予算編成のあらまし（概要） 

 

１ 足立区の予算編成状況  ☞Ｐ３ 

 

 

新型コロナウイルス感染症対策の強化策を継続しつつ、難局を乗り越え、変貌を遂げる足立のま

ちとともにコロナ禍の先へと果敢に踏み出すための予算。 

【財政規模】 

一般会計の総額 ３，１２０億１千２百万円（前年度比＋１３９億８千７百万円、＋４．７％） 

＜主な増減＞ 

感染症予防・患者医療費公費負担事業＋６億円 

区立小・中学校の改築事業    ＋８４億円  大学病院整備事業    ＋４６億円 

鉄道立体化の促進事業      ＋２７億円  生活保護費給付事業   ＋２０億円 

衛生関係施設改修事務      △１２億円  小・中学校施設の保全事業△１０億円 

施設営繕事業           △９億円  学校教育関係施設改修事業 △６億円 

   

２ 教育委員会の当初予算編成の状況 
◆ 教育委員会の予算総額 ６９５億３，８０９万円（※関連予算を含む） 

                   （前年度比＋５８.７億円、＋９．２％） 

※学校運営部から施設営繕部に移管する関連予算額２４２億３，２７０万円を含む。 

     関連予算額を除くと、予算額４５３億５３９万円（前年度比△１８３.６億円、△２８．８％） 

    一般会計に占める教育委員会の予算割合 [関連予算含む] ２２．３％（前年度２１．４％） 

                       [関連予算除く] １４．５％ 

     令和３年度組織改正により、施設営繕業務の一元化の方針に基づき、資産管理部と学校運営

部の一部を再編し、施設営繕部が新設されることとなった。これに伴って、従来学校施設課が

所管していた学校施設の維持管理や更新に係る業務と関連予算は、同部に移管される。 

 

（１）教育指導部の経常的経費 ６億３，４５８万円（前年度比△７，５５８万円、△１０．６％） 

【主な増減要因】 

ＩＣＴ機器修繕費の増                     ＋１，２７３万円 

体育館等のＬＴＥ端末通信料                    ＋３０２万円 

授業目的公衆送信保障制度運用費                  ＋６８６万円 

学習支援ボランティア用図書カード購入経費の減           △７００万円 

オリンピック・パラリンピックレガシー事業経費の減       △６，５０５万円 

＜主要事業＞  

   ① 学力向上対策推進事業（学力定着推進課） ·············   ２億１，８３３万円 

☞Ｐ１３、２３、４５、６４、７２ 

「乗り越え、そして踏み出す。あだちから」 

（注） 

☞Ｐ○・・・「予算編成のあらまし」

の参照ページを表示しています。 
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⇒拡充 数学チャレンジ講座におけるモデル校でのＡＩドリル試行実施 

  ⇒新規 次へのステップ印刷製本費 

  ⇒縮小 中１夏季勉強合宿の新型コロナウイルス感染症対策に伴う定員減 

      ② オリンピック・パラリンピックレガシー事業（教育指導課）   ··· １，２０９万円  ☞Ｐ７２ 

⇒同額 熱中症対策グッズ作成経費 

⇒縮小 小学１・２年生の事前学習イベントの新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた、

事業規模見直しによる減 

 ※ 観戦交通費（約 4,000万円）は 6月補正予算での対応を検討中 

③ 学校の指導事務（教育指導課） ············· ６，４５０万円  ☞Ｐ６４、６９ 

⇒新規 授業目的公衆送信補償金制度の運用経費 

⇒拡充 夢デザインシートからの切り替えに伴うキャリアパスポート作成経費の増 

⇒拡充 副校長補佐・スクールサポートスタッフ増員による旅費の増 

 

（２）学校運営部の経常的経費 １１４億１，９３１万円（前年度比＋４億９７６万円、＋３．７％） 

※施設営繕部に移管する関連予算額８億２，１４９万円を含む。 

関連予算額を除くと、１０５億９，７８２万円 

【主な増減要因】 

用務業務委託への消毒業務の追加              ＋  １．５億円 

多子世帯補助による学校給食費の負担軽減          ＋８，８７４万円 

育英資金事業（新型コロナウイルス感染症に係る緊急対策）  ＋４，０００万円 

＜主要事業＞ 

① 育英資金事業（学務課） ··········· ５億１，２６７万円 ☞Ｐ２４ 

⇒新規 新型コロナウイルス感染症対策に係る緊急対策 

② 小・中学校の自然教室（学務課） ······· ２億３，８０８万円 ☞Ｐ１３ 

⇒継続 鋸南自然教室、日光自然教室、魚沼自然教室の実施 

③ 放課後子ども教室の推進（学校支援課） ···· ２億６，７３８万円 ☞Ｐ１３、６９ 

⇒拡充 安全管理員の待遇改善 

④ 小・中学校の給食業務運営（学務課） ····· ３０億３，８２３万円 ☞Ｐ１３、２３、２４、６４ 

⇒新規 多子世帯補助による学校給食費の負担軽減 

⇒拡充 おいしい給食の推進 

⇒継続 給食費改定に伴う公費負担（新型コロナウイルス感染症拡大に伴う時限措置含む） 

⑤ その他の事業 ························ ☞Ｐ２４、３２、６４ 

⇒新規 新型コロナウイルス感染症対策経費（衛生用品の購入） 

⇒新規 児童・生徒１人１台のタブレットＰＣ整備に伴う電気料金 

⇒拡充 理科教育振興法に基づく教材経費 

⇒拡充 通学路防犯カメラの設置、グリーンベルトの新設・更新 

⇒拡充 地域ＢＷＡを活用した登下校等通知メール配信利用助成（小学校２０校増） 

 



2/12教育委員会定例会 

 

（３）学校運営部の投資的経費 ２３５億４，４８９万円（前年度比＋６７億９，５３２万円、 

＋４０．６％） 

※施設営繕部に移管する関連予算額２３４億１，１２１万円を含む。 

関連予算額を除くと、１億３，３６８万円 

【主な増減要因】（※参考：施設営繕部） 

改築事業（綾瀬小、江北・高野小統合校、北鹿浜・鹿浜西小統合校、 

千寿青葉中、東綾瀬中）               ＋ ８３．５億円 

校舎窓ガラスの強化                      ＋  ２．３億円 

防火シャッターへの安全装置の取付               ＋６，０８０万円 

給食調理室エアコン（設計・リース・工事）           ＋４，７４４万円 

トイレ改修工事費の減                     △  ７．０億円 

解体工事費の減                        △  ６．２億円 

全体保全（弘道第一小、栗島小、渕江第一小、舎人小、北三谷小） △  ４．８億円 

＜主要事業（※参考：施設営繕部）＞ 

① 区立小学校の改築事業  １０９．６億円（＋６７．７億円） 

② 区立中学校の改築事業   ４０．５億円（＋１５．８億円） 

③ 小学校施設の保全事業   ５８．７億円（△１０．４億円） 

④ 中学校施設の保全事業   ２４．８億円（＋ ０．７億円） 

 

（４）子ども家庭部の経常的経費 ３３５億６，６０８万円（前年度比△１５．５億円、△４．４％） 

【主な増減要因】  

私立保育園の運営費助成事業の減      △４億４，３２６万円 

私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業    △２億６，７８２万円 

＜主要事業＞ 

① 「新しい生活様式」関連事業（コロナ対策） ················· ＋３７４万円 

                                           ☞Ｐ２６、２７、３６、３７、４６ 

⇒新規 こども支援センターげんき及び保育コンシェルジュのリモート相談開始 

⇒新規 保育所申し込みにおける電子申請（情報システム課予算） 

⇒新規 公立保育園、特別支援教育、不登校支援におけるＩＣＴ化 

② 教育相談事業（不登校対策事業） ·················· ＋１，５６５万円 

                                        ☞Ｐ１３、２３、３６，３７，６５、６９ 

⇒新規 不登校児童の家庭へ講師を派遣する事業 

      ⇒拡充 ＮＰＯと連携した学習支援の増設による増（区内 3箇所→4箇所） 
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